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１－１ 計画改定の趣旨 

本市では、平成 23（2011）年 3 月に、令和２（2020）年度までの 10 年間の計

画として、教育基本法の教育の目的を踏まえ、生涯にわたる人格形成という生涯学

習の考え方を尊重しつつ、学校教育と社会教育におけるそれぞれの役割と連携を明

らかにし、教育行政の総合的、計画的、効果的な推進を図ることを目的として「茅

ヶ崎市教育基本計画（以下「前計画」という。）」を策定し、平成 28（2016）年２

月に子どもを取り巻く教育環境の変化や地方教育行政改革を踏まえ、前計画の改訂

を行いました。 

その後、前計画の目標年次である令和２（2020）年度を迎えるにあたり、学習指

導要領 1)の改訂に伴う教育環境の整備や人口増加期に建設した教育施設の再整備な

ど、時代の変化に対応しながら今後 10 年間で教育行政が中長期的視点に立って計

画的に取り組むべき事項をまとめ、令和２（2020）年 10 月に、令和３（2021）年

度から 12（2030）年度までの 10 年間を計画期間とする「茅ヶ崎市教育基本計画（以

下「本計画」という。）」を策定し、教育施策に取り組んでいるところです。 

本計画の中間年度を迎え、策定後における社会情勢の変化や国の動向等を踏まえ、

本計画後期の５年間で必要な施策を計画に盛り込むための改定を行いました。 

また、次期茅ヶ崎市教育大綱の取扱いの方針として、令和６（2024）年 10 月 17

日に開催した茅ヶ崎市総合教育会議にて、教育大綱と教育基本計画の連動性をより

高めるとともに、本市の教育行政の方向性を市民により分かりやすいものとするた

め、「本市における教育振興基本計画である茅ヶ崎市教育基本計画をもって、教育

大綱に代える」ことを決定しました。 

改定の基本的な考え方として、計画の中間見直しであることを踏まえ、「基本理

念」「基本方針」といった基本的な考え方は継承し、本計画に基づく施策を引き続

き推進することとしました。 

その上で、計画策定後の社会情勢の変化、国の動向や、これまでの取り組みの成

果及び課題を踏まえ、「基本方針別重点施策」を中心とした施策体系の見直しを行

い、見直しにあわせて、政策の効果を確認する指標について、必要な追加を行って

います。 

なお、具体的な事業の実施にあたっては、国や県の教育振興基本計画を参酌する

ほか、茅ヶ崎市総合計画（以下「総合計画」という。）との整合を図ります。 
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１－２ 教育を取り巻く施策の動向 

 前計画策定からの 10 年間で、超高齢社会、働き方改革 2)など社会の変化に対し

て、様々な分野で取り組みが始まりました。これらの取り組みに共通することは、

様々な活動を通じて、多様な人と交流し、共に支えあう社会を実現していこうとし

ています。 

 そこで、教育を取り巻く施策の動向を踏まえながら、本計画の考え方や具体的な

施策を定めます。 

 

１）子どもの未来応援対策の推進 

本市では、生まれ育った環境によって子どもの将来が左右されることのない

社会の実現を目指しています。そのために必要な環境整備や教育の機会均等の

具現化に向け、子どもの貧困対策をはじめとした総合的な支援を行うことを目

的とした、子どもの未来を応援するための組織横断的な取り組みを進めていま

す。 

 

２）多世代が共生するまちづくり 

 本市の今後のまちづくりの方針を定めた「ちがさき都市マスタープラン」では、昼

間人口の増加や生活の中で趣味や交流などの３次活動 3)に充てる時間が徐々に増え

るなど人々の生活スタイルの変化を踏まえ、今後は、様々な人に、色々なまちの使

い方をしてもらい、多世代が交流し、つながり、共生するまちづくりを推進してい

ます。 

 

３）高齢者の多様な生きがいづくりの支援 

茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画等に基づき、人生の高齢期におい

ても運動などの健康づくりや趣味などのために外出する人が増える中で、子ど

もから大人までが交流し、互いに尊重しあい助けあう心を育てるための取り組

みを推進しています。 
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４）持続可能な開発目標（SDGs : Sustainable Development Goals）4)に関する 

取り組み 

持続可能な開発目標(SDGs)4)は、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDG 

s : Mlennium Development Goals）5)の後継として、2015 年 9 月の国連サミットで採

択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年か

ら 2030 年までの国際目標です。 

MDGs5)が開発途上国のための目標であったのに対し、SDGs4)は格差の問題、気候

変動対策など、「誰一人取り残さない（leave no one behind）」持続可能で多様性と

包摂性のある社会の実現のために、全ての国に適用される普遍的（ユニバーサル）

な目標です。目標は、17 の国際目標（その下、169 のターゲット、232 の指標が決

められている）があり、市民、事業者及び行政など全ての主体は、この目標を意識

しながら、様々な取り組みを進めることが期待されています。 

教育行政には、17 の目標に配慮しつつ、特に「4 質の高い教育をみんなに」に基

づき、設定された 10 項目に配慮することが求められています。 

  

図１ 17 の国際目標 

出典 国際連合広報センター・外務省 HP 
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表１ 目標４「質の高い教育をみんなに」 

 

 

 

 

目標４ 

全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の 

機会を促進する 

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all 

  

１０項目（ターゲット） 
  

4.1 
2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、
無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 

4.2 
2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前
教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 

4.3 
2030年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及
び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 

4.4 
2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び
起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 

4.5 
2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場
にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるよ
うにする。 

4.6 
2030年までに、全ての若者及び大多数（男女ともに）の成人が、読み書き能力及び基本
的計算能力を身に付けられるようにする。 

4.7 

2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男
女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文
化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発
を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

4.a 
子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴
力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 

4.b 

2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、並びにアフリ
カ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術（ICT）、技術・工学・科学プログラムな
ど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に
増加させる。 

4.c 
2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員研
修のための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。 

出典 国際連合広報センター・外務省 HP 
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１－３ 前計画の振り返り 

１）前計画の検証と本計画への反映 

〇基本理念 

前計画の基本理念「学びあい 響きあう 茅ヶ崎の教育を創造する ～豊かな人

間性 6)と自律性 7)をはぐくむ～」には、これからの社会を形成するために、多様な人

と協働しながら、様々な課題を積極的に解決する力が必要と考え、豊かな人間性 6)

と自律性 7)をはぐくむことを基本理念に定めました。 

超高齢社会や働き方の改革など社会が急激に変化し、新たな社会課題も生じてい

ます。そのような社会の変化に対応するためには、人々が持つ資質と能力として、

豊かな人間性 6)と自律性 7)は、より一層重要になっていると考えます。 

そこで、前計画の基本理念に込められた想いを継承しつつ、教育に関わる全ての

人たちと、豊かな人間性 6)と自律性 7)をはぐくむことが教育には欠かせないこと、ま

た、教育を進めるためには、それぞれの立場や力を生かし、ひとの「学び」と「育

ち」を「支え」あうことが必要であることを共有するための基本理念を定めます。 

 

〇学校教育と社会教育の一体的な推進 

前計画の範囲を学校教育と社会教育の分野としたのは、「教育は、人格の完成を目

指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに

健康な国民の育成を期して行わなければならない。」という教育基本法第１条の目的

を踏まえ、人格は生涯にわたって形成するものであると考えたためです。 

生涯にわたる人格の完成については、変わることのない考えです。そこで、本計

画の範囲も学校教育と社会教育の分野とし、両者がより一層連携を深め、教育施策

を進めていきます。 

 

〇市長部局との連携 

学校教育では総合的な学習の時間等で、社会教育では公民館などの社会教育施設

で行う講座などで、市長部局と連携した様々な取り組みを進めてきました。 

 「１－２ 教育を取り巻く施策の動向」に示したように、超高齢社会や働き方の

改革などを踏まえ、本市では様々な活動を通じて、多様な人が交流し、共に支えあ

う社会を実現していこうとしています。 

このような社会を実現するためには、福祉、防災、環境、まちづくりなど様々な

分野で活躍する人々の考えに触れ、関わりを持つことが必要と考えます。 

そこで、学校教育及び社会教育における活動を支援する教育委員会事務局は、教

育に関わる全ての人たちに学びあう機会を提供し、様々な分野で活躍する人々と交
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流することがより一層必要と考え、本計画では教育委員会事務局と市長部局が連携

して取り組む施策の中から、重点的に取り組む施策を「市長部局との連携」として、

政策ごとに位置づけます。 

 

２）前計画に基づき進めた主な取り組みと課題 

本市教育委員会では、前計画に基づき、学校教育と社会教育におけるそれぞれの

役割と連携を明らかにし、教育行政の総合的、計画的、効果的な推進を図ることを

目的に、具体的な施策を進めてきました。 

施策を進めるにあたり、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条に

基づき、茅ヶ崎市教育基本計画審議会で点検・評価 8)（以下「点検・評価」という。）

と前計画の進行管理を一体的に行いました。点検・評価 8)などで進捗管理を行って

きた主な取り組みと課題は、次のとおりです。 

 

■学校教育に関する主な取り組みと課題 

〇主な取り組み 

授業づくりでは、児童・生徒が充実した学校生活を送り、学びの質を高めること

ができるように、指導主事 9)による学校訪問、授業研究及び各種研修を通じて、教

職員の資質向上に努めてきました。 

また、いじめ問題をはじめ、児童・生徒が抱える課題等に取り組むため、スクー

ルソーシャルワーカー10)、心の教育相談員 11)及びふれあい補助員 12)などの教員以外

の人材を活用しながら、児童・生徒に寄り添った対応を進めてきました。 

さらに共生社会の実現に向け、障がいのあるなしに関わらず同じ学校で教育が受

けられるように、茅ヶ崎市立小・中学校の半数の学校に特別支援学級の整備を完了

し、さらに特別な支援を必要とする児童・生徒の学校生活を支える体制整備を進め

ました。 

 

〇課題 

授業づくりについては、高齢化の進展、AI（人工知能）など新たな技術が社会に浸

透することに伴い、人の働き方が変化するなど、児童・生徒を取り巻く環境が大き

く変化することが予測されています。このような社会の変化に柔軟に対応し、未来

を拓くためには、教科学習に加え、自然、福祉、環境、情報など様々な分野を学び、

その学びから得た知識や技能を活用し、課題に対して主体的に解決しようとする力

や他を思いやる心をはぐくむことが、より一層必要となります。 

また、学校生活において様々な課題が生じたことから、児童・生徒が抱える問題

を早期に発見・解決する体制を充実する必要があります。その一方で、授業づくり

以外の教職員の事務が増大するなどの課題が生じています。 
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そこで、教職員が教育活動に専念できるように教職員の働き方を見直すことに加

えて、地域の方々等が参加する学校運営の仕組みであるコミュニティ・スクール 13)

（学校運営協議会制度）の導入に向け調査・研究を進めるなど、教職員のみならず、

地域の方々の力を生かした学校運営を進めることが重要です。さらに、共生社会の

実現に向け、障がいのあるなしに関わらず同じ学校で教育が受けられるように全て

の小・中学校への特別支援学級整備を早期に完了し、インクルーシブ教育 14)をより

一層推進する必要があります。 

 

前計画で実施してきた主要な事業 

授業づくりに関する

事業 

・特色ある教育課程の創造推進事業  ・創意工夫教育支援事業  

・学校訪問（計画・要請・機会訪問） ・ふれあい教育推進事業 
   

特別支援教育の充実

に関する事業 

・特別支援学級増設事業       ・特別支援教育巡回相談事業 

・ふれあい補助員派遣事業      ・就学相談事業 

・みんなの教室運営に伴う教育活動整備事業 
  

学校生活における相

談等に関する事業 

・あすなろ教室（適応指導教室） ・スクールカウンセラー活用事業 

・心の教育相談事業       ・青少年教育相談事業 

・児童・生徒指導推進事業    ・いじめ防止対策推進事業 
  

教職員等の研修に関

する事業 

・学校内研修支援事業      ・初任者研修等教職員人材育成事業 

・トワイライトセミナー事業 

 

■社会教育に関する主な取り組みと課題 

〇主な取り組み 

本市の社会教育は、公民館、博物館（旧・文化資料館）、青少年会館、茅ヶ崎公園

体験学習センター及び図書館を、市が直接運営することで、社会教育関係職員 15)を

配置でき、各施設で社会教育講座などを開催できる体制を整えてきました。 

公民館では、子ども事業や地域交流事業など地域の人たちとの学びの機会を提供

し、子どもたちを地域ではぐくむ環境づくりを進めています。そのほか、社会的要

請課題をテーマとした事業や家庭教育支援事業などを実施し、現代的課題の解決を

考える機会の提供と大人と子どもが共に育ちあう社会教育を推進してきました。 

文化財の保存活用に関する取り組みとしては、下寺尾遺跡群 16)（下寺尾官衙遺跡

群 17)及び下寺尾西方遺跡 18)）が国指定史跡に指定され、史跡の保存活用に取り組み

ながら、整備に向けて検討を進めてきました。 

また、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 19)を市民とともに推進し、茅ヶ崎

の歴史、文化、自然、景観、産業、人材など、有形無形のまちの宝ものを調査研究

し、学習の場、観光の場、地域活性の場として活用してきました。 

博物館の整備に関する取り組みとしては、（仮称）茅ヶ崎市文化資料館整備基本計

画を策定し、設計や事業用地の取得に取り組みました。また、市指定重要文化財の

旧和田家住宅 20)及び旧三橋家住宅 21)の耐震改修工事に向け、設計を進めました。 
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青少年の育成については、関係団体の協力を得ながら安全で安心な地域の環境づ

くりに取り組むとともに、ジュニアリーダー22)養成講座など子どもの頃から地域活

動に関わる人材育成のための講座や青少年会館で多様な事業を実施し、青少年の健

全育成を進めてきました。また、平成 31(2019)年 1 月に茅ヶ崎公園体験学習センタ

ーがオープンし、青少年の居場所づくりに加え、様々な講座などを開催し、多世代

が交流し、学習する機会を提供するための取り組みを進めてきました。 

図書館では、「茅ヶ崎市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書活動の

普及と啓発事業を実施しています。子ども以外にも「本が好きになるきっかけづく

り」として、地元書店や NPO 団体と協力した「本がだいすきプロジェクトちがさき」

を始動し、多様な学習機会の提供に努めてきました。 

 

〇課題 

「１－２ 教育を取り巻く施策の動向」に示したように、超高齢社会や働き方の

改革などを踏まえ、本市では様々な活動を通じて、多様な人々が交流し、共に支え

あう社会を実現していこうとしています。 

このような社会を実現するために、社会教育としても、人々が地域の課題を知り、

様々なことに興味や関心を深めあうなどの学びを通じて、ひとがつながり、地域の

社会をつくっていく力をはぐくむきっかけづくりが必要です。 

そうした社会教育を展開するために、社会全体の動向などを分析する力、学校や

市民の方々との協働に必要なコミュニケーション力、社会教育事業を企画立案する

力のある社会教育関係職員 15)を社会教育施設に配置することが必要です。また、公

民館などで行う社会教育講座の企画にあたっては、地域の活動や、文化・スポーツ

施設や福祉施設などと連携した学習機会を創出することが必要です。 
 

前計画で実施してきた主要な事業 

公民館を拠点とした

事業 

・子ども事業         ・地域交流事業  

・家庭教育支援関連事業    ・社会的要請課題をテーマとした事業  
  
文化財保存活用・普

及啓発に関する事業 

・下寺尾遺跡群保存整備事業 ・遺跡調査資料整理・活用事業 

・ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 
  

博物館等の整備に 

関する事業 

・（仮称）歴史文化交流館整備事業 ・旧藤間家文化財保存・管理事業 

・市指定重要文化財旧和田家・旧三橋家保存整備事業 
  

青少年育成に関する

事業 

・小学校ふれあいプラザ事業  ・子どもの家の管理業務委託 

・主催事業の開催（青少年会館・海岸青少年会館）  

・自然体験教室の開催     ・（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業 
  

図書館に関する事業 
・図書館利用及び貸出事業   ・子ども読書活動推進事業 

・図書館資料収集事業     ・図書室、図書コーナー運営事業 
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■教育行政に関する主な取り組みと課題 

〇主な取り組み 

毎年度、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条に基づき、本市教

育委員会は、点検・評価 8)を行ってきました。 

また、「基礎的な力をはぐくむための学習の在り方として家庭や地域との連携」「質

の高い学びを実現する授業づくり」という視点から、茅ヶ崎市立小中学校児童生徒

意識調査などの調査を実施し、児童・生徒の状況を把握するとともに、教職員の指

導方法の改善や資質向上を図る研修に取り組んできました。 

 

〇課題 

社会的な状況を踏まえた教育行政の運営を進めるためには、教育基本計画に基づ

き施策を進めるとともに、事務改善や新たな教育的課題に対応するための教育に関

する基礎研究を進める必要があります。 

さらに、教育施設の老朽化や児童・生徒の減少が進む中で、教育施設の再整備や

学校規模の適正化を行い、教育環境の改善を図る必要があります。 
 

前計画で実施してきた主要な事業 

教育委員会の運営に

関する事業 
・総合教育会議の運営業務        ・教育委員会の運営業務 

  
教育施策の進行管理

に関する事業 
・教育に関する大綱の推進        ・教育基本計画の推進 

  

教育施策の基礎調査

に関する事業 

・学校規模の適正化 ・幼児期の教育に関する基礎研究・研修事業 

・学齢児童・生徒数の推計 ・子どもたちの学習・生活状況に関する調査研究事業 
  

子どもの教育等をテーマ

にした研修に関する事業 

・「子どもの教育」講座・講演事業  ・幼児期の教育に関する基礎研究・研修事業 

・調査研究成果の発信啓発事業 
  

学校施設の整備に関

する事業 

・小学校大規模改修整備事業     ・普通教室空調設備設置事業 

・小学校トイレ改修事業       ・学校施設（調理場）新設事業 
  

学校給食に関する事業 ・学校給食の栄養管理に係る事務  ・学校給食の管理及び運営等に係る事務 
  

就学援助に関する 

事業 

・要保護及び準要保護児童就学援助（小学校） 

・要保護及び準要保護生徒就学援助（中学校） 
  

児童・生徒の健康管

理や安全対策 

・児童の健康管理に係る事務     ・生徒の健康管理に係る事務 

・児童生徒の事故報告及び通学の安全確保に係る事務 
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１－４ 計画改定にあたっての視点 

計画の中間見直しであることを踏まえ、「基本理念」「基本方針」といった基本的

な考え方は継承し、本計画に基づく施策を引き続き推進するものとします。 

その上で、以下に示す、本計画策定後における社会情勢等の変化や国の主な動向、

計画に基づき行ってきた取り組みの成果と課題を踏まえ、「基本方針別重点施策」を

中心とした施策体系の見直しを行います。 

 

１）本計画策定後の社会情勢の変化 

〇新型コロナウイルス感染症の流行と将来の予測が困難な VUCA の時代 

コロナ禍は感染者数の増加と減少を繰り返し、市民生活に大きな影響を与えまし

たが、それを契機に GIGA スクール構想が推進され、小・中学校の ICT23)化は急速に

発展しました。そのような未曽有の感染症拡大やそれによる社会変化が示すように、

現代は将来の予測が困難な時代であり、その特徴から「 VUCA（変動性、不確実性、

複雑性、曖昧性）」の時代とも言われ、危機に対応する強靭さを備えた社会の構築が

求められています。 

 

〇Society 5.0（超スマート社会） 

第６期科学技術・イノベーション基本計画において、我が国が目指すべき未来社

会像について、「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、

一人一人が多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」として人間中心の社会とし

ての「Society 5.0（超スマート社会）」が示され、実現のために教育の果たす役割は

重要になっています。 

 

〇少子化、人口減少、高齢化 

国立社会保障・人口問題研究所の令和５（2023）年推計によると、総人口は令和

２（2020）年の 30 年後に現在の８割に減少、65 歳以上人口はおよそ４割になる

と推計されています。同推計によると茅ヶ崎市は、総人口は令和２（2020）年の約

24.2 万人から緩やかに減少し、令和 32（2050）年は約 22.7 万人となる見込みです。

また、年少人口は約 3.1 万人から約 2.5 万人に、老年人口は約 6.5 万人から約 8.3 万

人となり、総人口のおよそ４割になると推計されています。 

 

〇子どもを取り巻く社会問題の多様化・複雑化 

いじめ・不登校、子どもの貧困、ヤングケアラー、児童虐待など、子どもを取り

巻く社会問題が多様化・複雑化しています。社会全体で子どもを支える取り組みや、

誰一人取り残さない共生社会の実現に向けた教育の推進が必要です。 
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〇教職員の長時間勤務、教師不足 

学校における働き方改革 2)の取り組みが進められていますが、依然として、長時

間勤務の教職員が多い状態が続いています。また、全国的に教員不足が深刻化して

います。加えて、令和５（2023）年度調査によると、教育職員の精神疾患による病

気休職者数が過去最多を記録するなど、教職員の働き方改革 2)の取り組みをさらに

加速させていく必要があります。 

 

 

２）本計画策定後の国の主な動向 

〇中央教育審議会（令和３（2021）年１月 26 日答申） 

 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出

す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～ 

「令和の日本型学校教育」の姿として、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を

一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指していくことが示され

ました。 

 

〇中央教育審議会（令和４（2022）年 12 月 19 日答申） 

 「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について～

「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団

の形成～ 

教師の養成・採用・研修等について、３つの方向性（「新たな教師の学びの姿」の

実現、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成、教職志望者の多様化等を

踏まえた育成・安定的な確保）と方向性を踏まえた改革の在り方が示されました。 

 

〇こども家庭庁の創設及びこども基本法の成立（令和５（2023）年４月１日施行） 

「こども大綱」に基づき、政府全体のこども施策を推進していくためにこども家

庭庁が創設されました。また、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送る

ことができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的にこ

ども基本法が成立しました。 

 

 

〇第４期教育振興基本計画の策定（令和５（2023）年６月 16 日閣議決定） 

「持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの

向上」をコンセプトとして、５つの基本的な方針と、16 の目標と基本施策、指標を

定めた計画が策定されました。 
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〇児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（令和６（2024）

年 10 月 31 日公表） 

小・中学校におけるいじめの認知件数は 71 万 1,633 件であり、前年度に比べ 4

万 8,285 件増加しました。また、小・中学校における不登校児童生徒数は 34 万 6,482

人であり、前年度から 4 万 7,434 人増加し、過去最多となりました。 

 

〇文化財保護法の改正（令和４（2023）年４月１日施行） 

社会の変化に対応した文化財保護制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の

民俗文化財の登録制度の新設、地方公共団体による文化財の登録制度及び文部科学

大臣への文化財の登録の提案等について、定められました。 

 

〇著作権法の改正（①令和４（2022）年５月１日施行、②令和５（2023）年６月１

日施行） 

著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、①国

立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信②各図書館等による図書館資

料のメール送信等に関する権利制限規定の見直しを行いました。 

 

〇博物館法の改正（令和５（2023）年４月１日施行） 

社会教育法に加えて文化芸術基本法の精神に基づくことを目的に、約 70 年ぶり

に改正されました。博物館の事業として、資料のデジタルアーカイブ化、学芸員 24)

等の人材の養成・研修が位置付けられ、他の博物館との連携や地域の多様な主体と

の連携・協力による文化観光などの地域の活力の向上への寄与を努力義務化されま

した。 

 

３）本計画策定後の取り組みと課題 

■学校教育に関する主な取り組みと課題 

〇主な取り組み 

令和３（2021）年度 
・中学校（１校）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入 

・全小・中学校へ勤怠管理システムの導入 
  

令和４（2022）年度 

・小学校（２校）・中学校（１校）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

の導入 

・教職員のストレスチェックの実施 
  

令和５（2023）年度 

・小学校（５校）・中学校（２校）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

の導入 

・全小・中学校へ統合型校務支援システムの導入 
  

令和６（2024）年度 

・小学校（５校）・中学校（３校）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

の導入 

・小学校水泳学習の外部委託の導入 
  

令和７（2025）年度 
・小学校（７校）・中学校（６校）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

の導入 
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〇課題 

将来の予測が困難な時代に向け、子どもを取り巻く社会問題の多様化・複雑化に

対応するため、ICT23)等を活用した個別最適な学びと協働的な学びを通して、「主体

的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進や、コミュニティ・スクー

ル13)（学校運営協議会制度）をはじめとした地域や多様な主体との連携・協働の推

進が必要です。 

 また、特別支援学級の整備や、通級指導教室の設置、外国につながりのある児

童・生徒への支援といった様々な教育的ニーズに対し、多様な学びの場の充実によ

るインクルーシブ教育14)のさらなる推進が必要です。 

 加えて、教職員の働き方の改善のための取り組みを加速化させていく必要があり

ます。 

 

■社会教育に関する主な取り組みと課題 

〇主な取り組み 

令和４（2022）年度 
・茅ヶ崎市博物館の開館     ・社会教育施設の Wi-Fi 整備 

・デジタルアーカイブの構築 
  

令和５（2023）年度 
・放課後児童健全育成事業（児童クラブ）の所管が市長部局（保育課）から 

教育委員会（青少年課）へ変更 
  

令和６（2024）年度 ・藤間家住宅主屋耐震診断等実施 ・体験学習センターの指定管理者制度導入 

  

令和７（2025）年度 ・●●●●● 

  

 

〇課題 

持続可能な地域運営に係る、地域の担い手の固定化及び高齢化や、後継者不足と

いった問題に対応する、新たな担い手の育成や、地域と学校とのゆるやかな協働の

仕組みが必要です。また、地域課題解決のためには、社会教育関係職員15)による専

門性の向上による各社会教育施設の機能強化が求められています。地域と教育機関

が一体となって、持続可能な地域社会の創り手の育成に取り組んでいくことが必要

です。 

 文化財の保護・活用の推進については、国・県や地域との調整を着実に進めてい

く必要があります。 
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■教育行政に関する主な取り組みと課題 

〇主な取り組み 

令和４（2022）年度 ・学校施設整備基金の設置 

  

令和５（2023）年度 ・学校施設再整備基本計画の策定 

  

令和６（2024）年度 ・中学校給食（６校）の開始 

  

令和７（2025）年度 ・中学校給食（７校）の開始 ・小学校の学校給食費の公会計化の開始 

  

 

〇課題 

将来の予測が困難な現代は、新たな教育的課題への対応が、教育行政に絶えず求

められています。様々な調査等から獲得する課題に関連するデータ等を多面的に分

析・活用し、教育現場と教育委員会が一体となって、さらには市長部局との連携を

強化した上で、教育行政を推進していく必要があります。 
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１－５ 計画改定の方向性 

 本計画前期を振り返ると、コロナ禍という困難な状況下からも、学びの在り方な

どの大きな変化に対応し、多くの成果を挙げてきたと言えますが、多様化・複雑化

の様相を呈している課題にこれからも戦略的に向き合っていく必要があります。 

 計画後期に重点的に取り組むべき方向性の柱は、「地域」「個」「データ活用」が主

なテーマとなる以下の５つと捉え、重点的に取り組みます。また、市全体としての

切れ目のない個別支援を目指し、市長部局との効果的な連携強化を企図します。 

 

１）地域と学校が一体化して取り組む教育の推進（「地域」をテーマにした教育

の推進） 

持続可能な地域づくりに向けた地域と学校が抱える課題解決のために、それ

ぞれの役割分担を明確にし、専門性を生かし、両輪で施策を展開していきます。

例えば、学校教育においてはコミュニティ・スクール13)（学校運営協議会制度）

の内容の充実、社会教育においてはふるさと意識を醸成する教育活動の積極的

推進等による地域の教育力25)の向上に、重点的に取り組みます。 

 

２）ICT23)等を活用した学習環境のさらなる充実 

 児童・生徒が個別最適かつ協働的な学習に取り組み、教職員がよりよい教育実践

に努められる手法の１つとして、校務 DX の着実な推進と定着を図り、教育に関わ

る全ての人たちが安心して利活用できる ICT23)環境整備に取り組みます。 

 

３）多様性を尊重するインクルーシブ教育14)の推進 

全ての児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう共生社会の形成に向けたイ

ンクルーシブ教育14)を推進していきます。通常の学級、通級による指導、特別支

援学級といった多様な学びの場が必要であるため、令和12（2030）年度までに

特別支援学級の全校設置の実現を目指すとともに、個に応じた支援の取り組み

強化に努めます。 

 

４）教職員の専門性向上と「人」を活かす働き方改革2) 

多様化・複雑化する課題に対し、様々な資質・能力26)が求められる教職員が個々

の専門性を高められる環境づくりを支援することで、組織全体としての課題への対

応力の向上と効果的な役割分担につなげるとともに、個々のやりがいの向上を図り

ます。教育現場を支える、外部人材やICT23)を活用した業務改善を推進します。 
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５）データに基づいた政策立案と実践 

教育に関する定期的なデータ収集と分析を行い、施策等の実践の教育効果を検証

し、改善に活かすシステムと体制の構築に取り組みます。データに基づく計画・実

施・評価・改善のサイクルを確立し、教育の質の向上を図ります。 
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１－６ 計画の範囲と位置づけ 

本計画の範囲は、学校教育及び社会教育の分野とします。また、本計画は総合計

画が目指す将来都市像の実現のため、総合計画の政策目標１及び４を担っていま

す。 

具体的な事業は、総合計画に定めた将来都市像を実現するための実行計画である

茅ヶ崎市実施計画に位置づけ、実施していきますが、位置づけにあたっては、政策

目標１及び４に限らず、全ての政策目標を意識し、事業内容を検討します。また、

本市の財政状況を踏まえ、教育施策の見直しを行いながら、具体的な施策を進めて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市像 笑顔と活力にあふれ みんなで未来を創るまち 茅ヶ崎 

１ 
子どもが希望を持って健やかに成長し、次代を担うひとが

育つまち 

２ 地域が活力にあふれ、交流とにぎわいのあるまち 

３ 共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らせるまち 

４ 
誰もがいつでも学べ、生きがいを持って自分らしく 

暮らすまち 

５ 豊かな自然と共存し、心地よい生活環境のあるまち 

６ 安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち 

７ 利便性が高く、魅力的な都市空間が整うまち 

将
来
都
市
像
の
実
現
に
向
け
た
行
政
経
営 

茅ヶ崎市総合計画の将来都市像と政策目標 

（政策目標） 
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１－７ 計画期間 

 令和３（2021）年度を初年度とし、令和 12（2030）年度までの 10 年間としま

す。計画の進行管理と一体的に行う点検・評価 8)を踏まえ、令和６（2024）・７（2025）

年度に計画策定後の中間見直しを行いました。中間見直し後においても、引き続き

点検・評価 8)を実施し、結果を踏まえ、次期計画の策定を検討します。 

 

 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

点検 

評価 

          

計画の 

見直し・

策定 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期計画の策定
検討 

中間見直し 

毎年度実施 

点検・評価の結果を踏まえ、 

必要に応じて中間見直しを行う。 

 

点検・評価の結果 

を踏まえ、次期計画を策定。 
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１－８ 計画の体系図 
前計画の検証及び本計画の中間見直し等を踏まえ、本計画の体系図を、下図のと

おりとしました。基本理念に基づき、学校教育、社会教育及び教育行政に関する基

本方針を定め、７つの政策と 24 の施策を位置づけます。また、政策ごとに市長部局

と連携する施策を位置づけます。 

  ▼基本方針  ▼政策 ▼施策   

基
本
理
念 

学
び
あ
い 

育
ち
あ
い 

支
え
あ
う 

茅
⒮
崎
の
教
育
を
創
造
す
る 

Ⓥ
豊
か
な
人
間
性
と
自
律
性
を
は
ぐ
く
む
Ⓥ 

 

基本方針１ 

未来を拓く力をは

ぐくむ学校教育の

充実 

 政策１ 

児童・生徒の資質と能力

をはぐくむための授業

づくりと学びを支える

体制の構築 

〇地域の教育資源を生かした学校運営【重点施策】 

〇学校運営や教育課程の改善のための指導・助言 

〇ICT を活用した学習環境のさらなる充実【重点施策】 

〇共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育の推進 

【重点施策】 

〇児童・生徒の抱える諸課題への学校の対応力の向上と 

安心して教育を受けられる環境の整備【重点施策】 

  政策２ 

質の高い学びを創るた

めの教職員の人材育成

と働きやすい環境の整

備 

〇教職員の働き方改革と校務 DX による子どもと向き合う 

環境づくり【重点施策】 

〇教育活動に役立つ研修の実施並びに情報の収集及び提供 

     

 

基本方針２ 

ひとづくり、つな

がりづくり、地域

づくりを進める 

社会教育の充実 

 政策３ 

子どもと大人が共に 

育ちあう社会教育の 

推進 

〇社会教育関係職員の人材育成 

〇学びと交流を通じた地域の教育力の向上【重点施策】 

〇青少年の居場所づくりと青少年育成に係る体制の整備 

〇情報拠点としての図書館の充実 

〇家庭教育・幼児期の教育を支えあう環境の醸成 

  政策４ 

郷土に学び未来を拓く 

学習環境の整備 

〇郷土の自然や歴史・文化を学び、ふるさと意識を醸成する

教育活動の展開【重点施策】 

〇文化財の保護・活用 

〇地域の自然・歴史・文化を保存継承する拠点としての 

博物館の充実 
     

 

基本方針３ 

教育活動を効果的

に進める教育行政

の充実 

 政策５ 

教育的効果を高める 

教育行政の推進 

〇教育行政の円滑な運営 

〇教育行政の点検・評価と進行管理の推進 

〇教育に関する基礎研究の推進【重点施策】 

○学校の適正規模及び適正配置の推進 

  政策６ 

安全で安心な教育施設

の整備 

〇教育施設の再整備【重点施策】 

〇計画的な教育施設の維持保全 

政策７ 

子どもの健やかな成長

を支える教育環境の整

備 

○栄養バランスのとれた学校給食の提供と食育の推進 

○児童・生徒の就学支援 

○児童・生徒の健康管理の推進と子どもを取り巻く環境の 

安全対策【重点施策】 
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１－９ 基本理念と基本方針 

 

基本理念 

学びあい 育ちあい 支えあう 

茅ヶ崎の教育を創造する 

～ 豊かな人間性と自律性をはぐくむ ～ 
 

人は、乳幼児期、少年期、青年期、成人期、高齢期を生きる中で、家庭、地域、

学校、自然環境、郷土の歴史などから様々なことを学び、経験し、人格の完成を

目指し、成長し続けます。 

また、人は自分ひとりで学び、経験しているのではなく、子どもは大人や他の

子どもから学び、時には大人も子どもから学ぶなど教育に関わる人たちが共に

学びあい、支えあいながら、成長していきます。 

人が人としてより良く成長していくために、教育に関わる人たちが、「自分た

ちができることを進めよう」「それぞれが進めることに協力しよう」という思い

をもち、それぞれの立場や役割を認めあい、共に成長しようとする姿勢が必要で

す。 

本市では、多様化する社会課題に対し、福祉、防災、環境、まちづくりなど様々

な分野の力を生かし、連携しながら、より良い社会を構築していこうとしていま

す。教育行政と様々な分野の連携をより一層深めることで、教育が果たす役割と

可能性は大きくひろがります。 

教育に関わる人たちが、このことを意識し、教育に関わる取り組みを進めるた

め、本計画の基本理念を「学びあい 育ちあい 支えあう 茅ヶ崎の教育を創造

する～豊かな人間性6)と自律性7)をはぐくむ～」とします。 

本市では、学校教育と社会教育を中心に、他を思いやる心や感動する心など

「豊かな人間性6)」と、自ら考え、判断し、表現することにより、様々な問題に

積極的に対応し解決していくことができる「自律性7)」をはぐくみます。 
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３つの基本方針 

基本理念のもと、「未来を拓く力をはぐくむ学校教育の充実」「ひとづくり、つな

がりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実」「教育活動を効果的に進める教

育行政の充実」の３つの基本方針を定め、学校教育と社会教育を中心に具体的な教

育施策を進めます。全ての基本方針において、個人の成長を促す、交流を通して互

いが育ちあう、そうした教育を教育に関わる人たちと組織が支えあうことを常に

念頭において施策を展開します。 
 
 

基本方針１ 未来を拓く力をはぐくむ学校教育の充実 

学校は、一日の多くの時間をそこで過ごす子どもたちが、自ら考え、判断し、表

現するために必要な知識や技能を身に付け、人間性 6)や自律性 7)をはぐくむ学びの

場です。 

児童・生徒が、「もっと学びたい」と思えるよう、主体的・対話的で深い学びの視

点に立った授業づくりを進めるとともに、教職員の人材育成と働く環境の改善を進

めます。多様な人との出会いや様々な経験を通じ、児童・生徒の「確かな学力 27)」

「豊かな人間性 6)と自律性 7)」「健やかな体」をはぐくみ、自分の人生や未来の社会

を切り拓くための「生きる力 28)」を伸ばします。 
 
 

基本方針２ ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実 

人は、学齢期だけでなく生涯にわたって学び、成長し続けることで人格を形成し

ます。社会教育は、学校、家庭、地域、教育関係機関及び教育関係者等をつなぎ、

様々な活動へ参加するきっかけをつくる役割を担います。 

 歴史、自然、文献、人材など様々な教育資源を最大限に生かし、子どもから大人

までが共に楽しく学びあい、豊かな人間性 6)と自律性 7)、地域社会をつくるための力

をはぐくむ社会教育を展開します。また、家庭教育と幼児期の教育を支援します。 
 
 

基本方針３ 教育活動を効果的に進める教育行政の充実 

教育委員会は、教育に関する調査・研究とそれを生かした教育施策の企画立案や

執行を行うとともに、地域、学校などが主体となった教育活動を支援しています。 

教育委員会の円滑な運営を行い、学校教育と社会教育を推進するために必要な基

礎研究、施策の企画立案及び教育施設の整備など、豊かな人間性 6)と自律性 7)をはぐ

くむために必要な教育施策を推進します。 
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１－１０ 基本方針別の重点施策

豊かな人間性 6)と自律性 7)をはぐくむ教育を進めるため、基本方針別に重点的に

進める施策は、次のとおりとします。重点施策は計画期間において、本市教育委員

会として優先度の高い施策を位置づけます。 

１）基本方針１の重点施策

○地域の教育資源を生かした学校運営

コミュニティ・スクール 13)（学校運営協議会制度）の全校での導入に伴い、各地

域の好事例を横展開していくなど、研究を深め、学校、保護者や地域住民が共に知

恵を出しあい、地域の交流や学びの拠点となる学校の充実を目指します。 

また、地域の教育資源（ひと・もの・こと）を活用する教育活動を支援します。 

○ICT23)を活用した学習環境のさらなる充実

端末や通信インフラ、学習支援システム等を整備することで、児童・生徒の学ぶ

意欲を高め、考えや意見を共有する協働的な学びの一助として ICT23)を活用し、より

効果的な学びを実現します。 

また、児童・生徒一人一人の情報活用能力の向上を図るとともに、情報モラルの

指導を行います。 

○共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育 14)の推進

全ての小・中学校に特別支援学級を整備し、特別な支援を必要とする児童・生徒

の適切で多様な就学環境を整えるとともに、共生社会の形成に向けて、全ての子ど

もが同じ場で共に学び共に育つことを目指し、通常の学級と特別支援学級の交流等、

インクルーシブ教育 14)を推進します。

○児童・生徒の抱える諸課題への学校の対応力の向上と安心して教育を受けられる

環境の整備 

多様化・複雑化する諸課題に対し、関係機関との連携強化や教育相談のより一層

の充実を図るなど、学校の対応力の向上を図り、児童・生徒及び保護者への支援体

制を構築します。児童・生徒間のトラブルの未然防止、いじめ問題など児童・生徒

を取り巻く課題や児童・生徒が抱える諸課題を早期に発見・解決を図るとともに、

不登校の児童・生徒が安心して教育を受けられる環境を整えます。 
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○教職員の働き方改革 2)と校務 DX による子どもと向き合う環境づくり 

児童・生徒の学びの質の向上を目指し、適正な人材を確保するとともに、教職員

の育成や計画的な配置を行います。 

また、教職員の意識改革を進めるとともに、業務の効率化とデジタル化など働き

方の見直し 29)を学校と教育委員会が一体となって進め、教職員が教育活動に専念で

きる体制を整備します。 

 

２）基本方針２の重点施策 

○学びと交流を通じた地域の教育力 25)の向上 

地域、関係団体や市長部局等との連携を深めることで、子どもから大人までが共

に楽しく学び、交流する機会を通じて、青少年育成や地域の教育力 25)向上につなげ

ます。コミュニティ・スクール 13)（学校運営協議会制度）と地域学校協働活動 30)の

一体的な推進を目指して取り組みを進めます。 

また、公民館、図書館などを拠点に様々な分野（自然、防災、福祉、地域の伝統

文化など）に関して学び、体験する機会を提供するとともに、持続可能な地域社会

の創り手の育成に寄与する社会教育活動に取り組みます。 

 

○郷土の自然や歴史・文化を学び、ふるさと意識を醸成する教育活動の展開 

藤間家住宅主屋 31)の敷地整備、下寺尾遺跡群 16)（下寺尾官衙遺跡群 17)及び下寺尾

西方遺跡 18)）等の保存活用・整備を進め、茅ヶ崎の自然や歴史・文化を学ぶ教育活

動を展開します。 

また、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 19)で、都市資源を活用した教育活

動を市民との協働により展開し、市民のふるさと意識を醸成します。 

 

３）基本方針３の重点施策 

○教育に関する基礎研究の推進 

教育に関する調査・研究を進め、学校教育、社会教育、家庭教育に関する課題な

どを把握し、その成果を教育に関する政策立案や学校教育、社会教育の場で活用し

ます。様々なデータを活用した EBPM 32)を推進します。 
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○教育施設の再整備 

耐用年数をむかえる学校施設の建て替えや長寿命化を進めます。建て替えや長寿

命化などにあたっては、ユニバーサルデザイン 33)に配慮した施設づくりを進めると

ともに、教育施設の複合化など教育施設が地域の交流や学びの拠点となる施設づく

りを検討します。 

また、市民に愛される教育施設を目指し、地域住民参加による施設づくりを進め

ます。 

 

○児童・生徒の健康管理の推進と子どもを取り巻く環境の安全対策 

児童・生徒の健康管理や保健衛生に係る事務を行います。また、学校生活におけ

る事故対策や有害情報の監視を進めるとともに、警察、道路管理者 34)及び地域と連

携し、通学路の安全対策を進めるとともに、見守り活動を支援します。 

気候変動の影響による熱中症や様々な感染症への対策など、生活環境の変化を捉

えた総合的な安全対策に取り組みます。 

 

 



 

 

 



第２部 

基本方針別の施策 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針１「未来を拓く力をはぐくむ学校教育の充実」の施策 

２－１ 基本方針１ 

「未来を拓く力をはぐくむ学校教育の充実」 

 

政策１ 児童・生徒の資質と能力をはぐくむための授業づく

りと学びを支える体制の構築 

政策１では基本方針１を踏まえ、学習活動の基本となる授業づくりと学びを支え

る支援体制、学校経営に関わる施策を推進します。 

 

１）現況 

 学習指導要領1)や全国学力・学習状況調査等の結果に基づき、授業などを通じて

児童・生徒の資質・能力26)（知識や技能、思考力・判断力・表現力など、学びに向

かう力や人間性6)など）をはぐくむため、指導主事9)が計画訪問35)や校内研究会36)な

どで学校を訪問し、授業改善や学校運営の支援を行っています。 

 学校では、児童・生徒が、社会の動向に学び、人生の可能性を広げるために、教

科学習や総合的な学習の時間などで様々な教育資源（ひと・もの・こと）などを活

用した教育活動を展開しています。 

また、児童・生徒が安心して楽しく学校生活を送れるように、児童・生徒の学校

生活を支えるため、ふれあい補助員 12)等の配置や教育相談の体制を整えています。 

 図１のとおり、令和６（2024）年度時点で、児童が学習したいと思う割合は、

８割程度、生徒については、７割程度となっています。 

図２のとおり、令和６（2024）年度時点で、学校生活で困ったことなどがあった

場合に、先生や相談員が助けてくれると思っている児童・生徒の割合は８割前後と

なっています。 
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図２ 学校生活で困ったことやトラブルが起きたとき、先生や相談員さんが助けてくれると思う割合 

出典 茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査 

（％） 

（小学校６年生） 

（中学校３年生） 

図１ もっと学習したいと思う割合  
出典 茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針１「未来を拓く力をはぐくむ学校教育の充実」の施策 

２）施策 

地域の教育資源を生かした学校運営（重点施策） 

コミュニティ・スクール 13)（学校運営協議会制度）の全校での導入に伴い、各地

域の好事例を横展開していくなど、研究を深め、学校、保護者や地域住民が共に知

恵を出しあい、地域の交流や学びの拠点となる学校の充実を目指します。 

また、地域の教育資源（ひと・もの・こと）を活用する教育活動を支援します。 

 

学校運営や教育課程の改善のための指導·助言 

指導主事 9)が、各学校を計画的に訪問し、児童・生徒の資質・能力 26)をはぐくむ

ため、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を支援します。また、学

校・学級運営、児童・生徒指導、その他の学校教育に関する事項について、指導・

助言を行います。 

 

ICT23)を活用した学習環境のさらなる充実（重点施策） 

端末や通信インフラ、学習支援システム等を整備することで、児童・生徒の学ぶ

意欲を高め、考えや意見を共有する協働的な学びの一助として ICT23)を活用し、より

効果的な学びを実現します。 

また、児童・生徒一人一人の情報活用能力の向上を図るとともに、情報モラルの

指導を行います。 

 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育 14)の推進（重点施策） 

全ての小・中学校に特別支援学級を整備し、特別な支援を必要とする児童・生徒

の適切で多様な就学環境を整えるとともに、共生社会の形成に向けて、全ての子ど

もが同じ場で共に学び共に育つことを目指し、通常の学級と特別支援学級の交流等、

インクルーシブ教育 14)を推進します。 

 

児童・生徒の抱える諸課題への学校の対応力の向上と安心して教育を受けられる環

境の整備（重点施策） 

多様化・複雑化する諸課題に対し、関係機関との連携強化や教育相談のより一層

の充実を図るなど、学校の対応力の向上を図り、児童・生徒及び保護者への支援体

制を構築します。児童・生徒間のトラブルの未然防止、いじめ問題など児童・生徒

を取り巻く課題や児童・生徒が抱える諸課題を早期に発見・解決を図るとともに、

不登校の児童・生徒が安心して教育を受けられる環境を整えます。 
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３）市長部局との連携 

様々な資源と分野を学ぶ機会の創出 

教科学習や総合的な学習の時間などで活用できる教育資源（ひと・もの・こと）

を提供し、児童・生徒が環境、福祉、都市計画、芸術、スポーツ、経済などを学ぶ

機会を創出します。 

 

地域とともにある学校づくり 

 地域住民や市長部局と学校運営の方向性等を共有し、授業づくりや学校運営など

学校の教育活動を支援します。 

 

４）政策の効果を確認する指標 

児童・生徒の学ぶ意欲や学校生活における児童・生徒のサポート体制を次の項目

を用いて把握し、政策の効果を検証します。 

 

指標 根拠資料 

学校で色々なことが分かるようになることが楽しいと思う割合（％） 

茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査 

もっと学習したいと思う割合（％） 

学級の友だちと一緒に学習することが楽しいと思う割合（％） 

授業が分からなくなったとき、先生や友だちが助けてくれると思う割合

（％） 

学校生活で困ったことやトラブルが起きたとき、先生や相談員さんが助け

てくれると思う割合（％） 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針１「未来を拓く力をはぐくむ学校教育の充実」の施策 

 

政策２ 質の高い学びを創るための教職員の人材育成と 

働きやすい環境の整備 

政策２では基本方針１を踏まえ、教職員の教育活動を支えるとともに、働き方の

見直しに関わる施策を推進します。 

 

１）現況 

教職員が教育活動に専念できるよう、部活動の休養日を週２日以上設けるなど教

職員の働き方の見直し 29)を進めています。様々な取り組みを実施していますが、子

どもたちが抱える困難の多様化・複雑化とともに、保護者や地域の学校・教員に対

する期待の高まりなどから業務が積み上がり、勤務時間が増大している状況があり

ます。教職員の勤務実態は、図１のとおり、依然として厳しい状況にあり、働き方

改革 2)の加速化の必要があります。 

また、質の高い授業づくりが進められるよう、研修等の場を提供しています。 

図２のとおり、教職員の研修参加者数はコロナ禍により一時的に減少しましたが、

徐々にコロナ禍前に戻りつつあります。また、図３に示すとおり、教職員のための

研修・講座開催で行ったアンケート調査によると、研修・講座で得たことを実際の

授業づくりに生かそうという意識が高まっています。 
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図１ 教職員の時間外在校等時間の割合（１か月当たり 45 時間を超える教職員の割合） 
出典 学務課 

（％） 

図２ 教職員の研修参加者数 
出典 教育センター 

（人） 

図３ 研修・講座に参加して効果があると感じ、実践しようと思う教職員の割合 

出典 教育センター 

（％） 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針１「未来を拓く力をはぐくむ学校教育の充実」の施策 

２）施策 

教職員の働き方改革 2)と校務 DX による子どもと向き合う環境づくり（重点施策） 

児童・生徒の学びの質の向上を目指し、適正な人材を確保するとともに、教職員

の育成や計画的な配置を行います。 

また、教職員の意識改革を進めるとともに、業務の効率化とデジタル化など働き

方の見直し 29)を学校と教育委員会が一体となって進め、教職員が教育活動に専念で

きる体制を整備します。 

 

教育活動に役立つ研修の実施並びに情報の収集及び提供 

教育関係機関等との連携により、教育活動に役立つ研修の実施から情報収集・提

供までを一連で捉え、教職員の人材育成及び資質向上に向けた取り組みを進めます。 

 

３）市長部局との連携 

地域の教育資源や市長部局と連携した事例を学ぶ機会の創出 

 教職員向けに地域の人材、歴史、まちづくり及び市長部局と連携した学習事例を

学ぶ機会を提供し、地域の教育資源（ひと・もの・こと）を活用した教育活動を促

進します。 
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４）政策の効果を確認する指標

教職員の研修機会等が創出されているかを、次の項目を用いて把握し、政策の効

果を検証します。 

指標 根拠資料 

教職員の時間外在校等時間の割合（１か月当たり 45 時間を超える教職員の

割合）（％） 

学務課調べ 現在の職場を働きやすい職場と感じている教職員の割合（％） 

「仕事にやりがいがある」と感じている教職員の割合（％） 

研修・講座に参加して効果があると感じ、実践しようと思う教職員の割合

（％） 

教育センター調べ 
「子どもの育ち」をテーマとした教育職員対象講座の参加者のうち、自ら実

践したいと思う参加者の割合（％） 

教職員の研修参加者数（人） 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針２「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実」の施策 

２－２ 基本方針２ 

「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める 

社会教育の充実」 

政策３ 子どもと大人が共に育ちあう社会教育の推進

政策３では基本方針２を踏まえ、社会教育関係職員の育成、青少年の育成及び

多世代の学びの機会の提供に関わる施策を推進します。 

１）現況

教育委員会では様々な社会教育事業を企画立案するために社会教育関係職員15)

の人材育成を行っています。  

また、公民館では、子育て支援、健康など現代の課題や地域課題をテーマとし

た講座・講演会や、学校と連携し、夏休み事業などの学習プログラムを通じて、

多世代との交流や学びあう機会を提供しています。 

青少年育成に関しては、青少年の居場所として小学校ふれあいプラザ37)の設置

や自然体験教室事業など多様な体験を通じて、青少年の健全な育成に努めていま

す。また、保護者が昼間就労等で家庭に不在となる小学生を対象に、放課後児童

健全育成事業（児童クラブ、通称：学童保育）を実施しています。 

青少年会館では、夏休みに工作・陶芸や手作りおもちゃなどの様々な体験をす

る教室、施設見学会などを実施しています。茅ヶ崎公園体験学習センターでは、

指定管理者制度導入のもと、多世代が交流する事業を展開しています。 

図書館事業では、「茅ヶ崎市子ども読書活動推進計画」に基づき、ブックスタ

ート事業や、子どもの発達段階に応じたおはなし会及び読み聞かせボランティア

を養成するための講習会などを実施しています。図書館本館・分館以外で図書の

貸出を行えるように公民館やハマミーナなどに図書室や配本所を設置していま

す。 

 図１に示すように、年度で開催回数は異なりますが、年間で延べ50人以上の社

会教育関係職員15)が研修に参加しています。 

また、図２及び図３に示すように、公民館及び青少年会館ではコロナ禍により

一時的に利用者数が減少しましたが、現在はコロナ禍以前に戻りつつあります。

図書館資料の貸出状況については、図４に示すように、公民館等に設定している

図書室や配本所の利用の割合が一定程度占めています。 
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基本方針２「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実」の施策 

 

図１ 社会教育関係職員の研修参加者数 
出典 社会教育課 

（人） 

図２ 市人口当たりの公民館の利用割合 

（人） 

出典 社会教育課 

（人） 

図３ 市人口当たりの青少年会館の利用割合 
出典 青少年課 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針２「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実」の施策 

 

本館 香川分館 公民館等 移動図書館(R4 年度以降は予約資料受取ロッカー) 

市民１人当たりの貸出点数 

図４ 各館別の貸出点数と図書館資料の市民１人当たりの貸出点数 
出典 図書館 

（点） 

図５ 児童クラブ入所児童数 
出典 青少年課 

（人） 
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基本方針２「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実」の施策 

２）施策

社会教育関係職員 15)の人材育成 

持続可能な地域運営に寄与する、家庭教育支援や社会的要請課題（環境、防災、

人権、国際化、子育て支援など）に対応した学習プログラムなどの社会教育活動が

推進されるよう、社会教育関係職員 15)の資質向上を図ります。 

 また、地域と学校の連携をより一層深めるために、社会教育主事 38)などの育成や

地域と学校が相互に連携しながら教育を進めていく体制の整備を検討します。 

学びと交流を通じた地域の教育力 25)の向上（重点施策） 

地域、関係団体や市長部局等との連携を深めることで、子どもから大人までが共

に楽しく学び、交流する機会を通じて、青少年育成や地域の教育力 25)向上につなげ

ます。コミュニティ・スクール 13)（学校運営協議会制度）と地域学校協働活動 30)の

一体的な推進を目指して取り組みを進めます。 

また、公民館、図書館などを拠点に様々な分野（自然、防災、福祉、地域の伝統

文化など）に関して学び、体験する機会を提供するとともに、持続可能な地域社会

の創り手の育成に寄与する社会教育活動に取り組みます。 

青少年の居場所づくりと青少年育成に係る体制の整備 

小学校ふれあいプラザ 37)や子どもの家、児童クラブなど、青少年が安全で安心し

て学び・遊べる場や、青少年活動を発表する機会を提供します。 

また、青少年育成推進協議会や子ども会などの団体や青少年育成に関わる方々に

対する研修等を実施するなど、青少年の育成をサポートする人材を育成し、青少年

が健やかに成長できる環境づくりを進めます。 

情報拠点としての図書館の充実 

市の情報拠点として、市民の学習活動等を支援し、高度化・多様化するニーズに

応えることができるよう、司書 39)が専門性を発揮し、幅広い資料・情報の収集と提

供を行います。 

また、レファレンスサービス 40)や図書館システムを充実するなど、誰もが利用し

やすい図書館を目指します。 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針２「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実」の施策 

家庭教育・幼児期の教育を支えあう環境の醸成 

講座等を通じた、子どもの成長に応じた学習機会や子育て中の親などへの情報

提供を充実するとともに、子ども、保護者、関係団体及び地域住民がつながり、

交流し、家庭と地域が連携してより多くの手で子どもたちを育てる環境づくりを

支援します。 

３）市長部局との連携

他分野と連携した楽しく創造性のある社会教育講座の実施 

人口特性、都市構造及び地域活動など様々な視点から地域の状況を把握し、文化、

環境、都市計画など他分野の職員との意見交換や連携した講座等を企画するなど、

楽しく創造性のある社会教育講座をより一層充実します。 
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基本方針２「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実」の施策 

４）政策の効果を確認する指標

公民館、図書館等が地域の交流施設として、教育の場として市民等に利用されて

いるか、次の項目を用いて把握し、政策の効果を検証します。 

指標 根拠資料

社会教育関係職員の研修参加者数（人） 

社会教育課調べ 社会教育主催事業・イベントの参加者数（人） 

市人口当たりの公民館の利用割合（％） 

（公民館の利用者数／市人口） 

公民館を利用したことがある児童・生徒の割合（％） 茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査 

市人口当たりの青少年会館の利用割合（％） 

（青少年会館の利用者数／市人口） 

青少年課調べ 

市人口当たりの体験学習センターの利用割合（％） 

（体験学習センターの利用者数／市人口） 

青少年育成推進協議会主催「子ども大会」参加者数（人） 

小学校ふれあいプラザの利用者数（人） 

子どもの家の利用者数（人） 

市民１人当たりの貸出点数（貸出点数／市人口）（点） 図書館調べ 

図書館（分館、図書コーナ―を含む）を利用したことのある児童・生徒の割

合（％） 
茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査 

家庭教育と幼児期教育の支援に関する研修・講座の開催数（回） 社会教育課調べ 

児童クラブの入所児童数（人） 青少年課調べ 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針２「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実」の施策 

政策４ 郷土に学び未来を拓く学習環境の整備

政策４では基本方針２を踏まえ、自然や歴史・文化等の教育資源を活用した地

域発の学びを通して、教育活動や文化財保護に関する施策を推進します。 

１）現況

博物館については、令和４（2022）年７月に開館し、茅ヶ崎の自然や歴史・文化

についての調査研究、資料や情報の収集保管、展示やワークショップといった教育

普及活動に取り組んでいます。利用層の拡大に向け、県内博物館・大学等の研究機

関や、市長部局、地域及び学校と連携した事業展開を進めているほか、デジタルア

ーカイブなどの DX の取り組みを積極的に進めています。取り組みの推進にあたっ

ては、学芸員 24)がその専門性を発揮して、茅ヶ崎の教育と文化創造、地域づくり、

人づくりに寄与するよう努めています。 

また、博物館に近接する民俗資料館（旧和田家住宅 20））については、耐震改修を

施し、一般公開を再開するとともに、博物館の教育活動の場として活用しています。 

市指定史跡である藤間家（近世商家）屋敷跡と国登録有形文化財（建造物）であ

る藤間家住宅主屋 31)については、建物の耐震改修に向けた調査・設計・保存活用計

画策定を行い、敷地全体を含め、適切な保存と活用に向けた取り組みを進めていま

す。 

文化財保護の取り組みについては、茅ヶ崎市内の大切な文化財を後世に伝えるた

め、文化財指定、文化財パトロール及び埋蔵文化財の調査などを通じて、文化財の

適切な保護を図っています。さらに、文化財保護意識の醸成を図るため、郷土芸能

大会や文化財講演会、遺跡調査発表・展示会などの普及啓発事業を実施しています。 

下寺尾遺跡群 16)（下寺尾官衙遺跡群 17)及び下寺尾西方遺跡 18)）は、国の歴史を

語る上で欠かせない遺跡として、国の史跡に指定されました。現在、保存のための

公有地化や史跡の調査・研究を進め、学習会などを通じて公開普及を図っています。 

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 19)を市民と共に進め、市民のふるさと

意識の醸成や茅ヶ崎の都市資源（自然や歴史、文化、産業、人材など）を調査・研

究し、講座やまち歩き、季刊誌等を通じてその魅力を発信しています。 

図１によると、博物館及び民俗資料館の利用者数は増加傾向にあり、図２では、

文化財に関する講演などの参加者数は、令和６（2024）年度は 6,000 人以上で、

茅ヶ崎の歴史等を学びたいという需要があると考えます。 
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図１ 市人口当たりの博物館・民俗資料館の利用割合 

図２ 文化財に関する講演会、展示・発表会などの公開事業の参加者数 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針２「ひとづくり、つながりづくり、地域づくりを進める社会教育の充実」の施策 

２）施策 

郷土の自然や歴史・文化を学び、ふるさと意識を醸成する教育活動の展開 

（重点施策） 

藤間家住宅主屋 31）の敷地整備、下寺尾遺跡群 16)（下寺尾官衙遺跡群 17)及び下寺

尾西方遺跡 18)）等の保存活用・整備を進め、茅ヶ崎の自然や歴史・文化を学ぶ教育

活動を展開します。 

また、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 19)で、都市資源を活用した教育活

動を市民との協働により展開し、市民のふるさと意識を醸成します。 

 

文化財の保護・活用 

文化財の保護に向けて、市民と協働しながら、現地調査や資料収集を行うなど多

様な保護活動を行うとともに、文化財の指定や文化財パトロールの実施など文化財

の保存管理を行います。祭囃子 41)（まつりばやし）や民謡など地域に伝わる郷土芸

能などの無形の文化財についても、茅ヶ崎の歴史と文化を伝える大切なものとして

保存し、後世に継承できるよう、後継者の育成を支援します。また、未指定の文化

財についても、現況の把握と調査・研究に努めます。 

埋蔵文化財については、開発等に伴う届出をもとに、確認調査等を実施し、それ

らの保護、保存を図るとともに、貴重な現存資料を適正に保管するための収蔵場所

の確保と、活用できる環境の整備に努めます。茅ヶ崎の大切な文化財を後世に伝え

るため、文化財講演会、遺跡調査発表及び展示会などの事業を展開し、文化財保護

意識の普及と啓発を行います。 

 

地域の自然・歴史・文化を保存継承する拠点としての博物館の充実 

博物館での展示会やワークショップ等の開催、旧和田家住宅 20）・旧三橋家住宅
21）の活用を進めます。収蔵資料のデジタルアーカイブを通した公開・発信を進めま

す。 

博物館法に基づき、関係機関との連携や、地域の自然・歴史・文化に関する資料

のデジタルアーカイブ化などの DX の取り組みによる機能強化を図ります。 
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３）市長部局との連携 

博物館内にとどまらない博物館活動の展開 

 博物館のデジタルアーカイブへの資料掲載にあたっては、図書館のみならず、美

術館や文化推進課市史編さん担当といった市長部局が有する資料の掲載も協力・連

携して進め、デジタルアーカイブを活用した教育活動を展開します。 

 

都市資源に関する情報の収集と活用 

 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 19)を通じて、歴史、文化、自然、産業、

人材等の都市資源に関する情報を収集し、まちづくり、観光などの施策に活用する

ために情報を共有します。また、市長部局と連携して都市資源を学ぶ機会を提供し

ます。 

 

市長部局との連携による文化財の保護・活用 

 開発行為などの計画について、適切に文化財保護法に基づく手続きが行われるよ

う、市長部局と連携し情報共有を図り、茅ヶ崎市内に現存する埋蔵文化財が、開発

行為などにより失われることを防ぎます。 

 また、茅ヶ崎市が所有する文化財の活用については、所管課と連携し、文化財の

価値が守られるよう努めます。 

 

４）政策の効果を確認する指標 

博物館・民俗資料館の利用状況などを、次の項目で把握し、政策の効果を検証し

ます。 

 

指標 根拠資料 

市人口当たりの博物館・民俗資料館の利用割合（％） 

（博物館・民俗資料館利用者数／市人口） 
博物館調べ 

文化財に関する講演会、展示・発表会などの公開事業の参加者数（人） 

社会教育課調べ 
ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業で開催した講座等の開催数（回）と 

受講者数（人） 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

２－３ 基本方針３ 

「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」 

 

政策５ 教育的効果を高める教育行政の推進 

政策５では基本方針３を踏まえ、教育委員会の運営、事務事業の進行管理及び教

育施策の企画立案に資する調査・研究に関する施策を推進します。 

 

１）現況 

毎年度、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条に基づき、本市教

育委員会は、茅ヶ崎市教育基本計画審議会にて教育行政事務の管理及び執行の状況

について、点検及び評価を行っています。 

また、子どもたちの学習・生活状況に関する調査を実施するなど、教育施策の企

画立案に関する基礎研究や講座を実施しています。 

 表１のとおり、神奈川県教育研究所連盟教育研究発表大会では、研究活動で得ら

れた知見を周知し、教育現場で活用するため、教科に関する研究や ICT23)などの活用

に関する研究などを発表してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

第
３
部 

計
画
の
進
行
管
理 

第
２
部 

基
本
方
針
別
の
施
策 

第
１
部 

教
育
基
本
計
画
に
つ
い
て 

第２部 基本方針別の施策 

資
料
編 

基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

 

 

 

 

発表テーマ

平成26年度
「茅ヶ崎の授業研究」～教職経験の短い教員の授業力向上に向けて～
「小学校と中学校の学びの連携」
「ICTを利用した授業づくり」～これからの茅ヶ崎スタイル～

平成27年度

「他者との関わり・学び合いを大切にした授業づくり（国語）」
「学習観の転換」～算数・数学の本質的理解、思考重視の授業へ～
「子どもの学びと育ちを支える授業づくり」
「学校における不登校児童・生徒への支援」

平成28年度
「質の高い学びをつくる授業研究」
「ICT活用の可能性と課題」
「家庭との連携を図った学習習慣の形成」～基礎学力をつける家庭学習～

平成29年度

「インクルーシブな環境づくり」～支えあう学級づくり・授業づくり～
「子どもたちが自分の価値を自分で認められる学びの環境づくり」
「系統性を意識した児童のあり方について」～器械運動（マット運動）を通して～
「英語を通して育てるコミュニケーションスキル」～他者理解を目指した小中のつながり～

平成30年度
「地域の子どもたちを支える新たな視点」～学習支援・居場所づくりを通じて～
「子どもをとりまくコミュニケーションツールの現状について」
「深い学びを支援するための授業づくり」～そのための「しかけ」の工夫～

令和元年度
「学びに向かう力を育てるために」
「茅ヶ崎の地域素材の活用（地形図も含む）に向けて～児童・生徒にとって使いやすい茅ヶ崎の地域学習用副読本の改訂～」
「今までの授業に取り入れられる「書く」活動のひと工夫～中学校との接続を意識して～」

令和２年度 感染症まん延防止のため、調査研究員会及び発表会は中止。

令和３年度

調査研究員会で研究した次の５件を発表予定でしたが、感染症まん延防止のため発表大会は中止となりました。
茅ヶ崎の教育調査研究員会「「思考力・判断力・表現力」を育む授業実践」
情報教育調査研究員会「はじめようプログラミング教育　～プログラミング的思考を育む授業を目指して～」
授業研究調査研究員会「ふり返りから実践へ」（※授業研究後のふり返りを、次の授業にどのように生かしていくか）
子どもの成長・発達調査研究員会「コロナ禍でも、他者との関係性が育つ授業の在り方　～協同的に探究をする学習に焦点を当てて
～」
教科教育調査研究員会「１人１台端末を活用した授業改善について　～深い学びを実現させるためのICTの活用～」

令和４年度
「思考力・判断力・表現力を育む授業実践」～授業研究を通して「子どもの学びの変容・深まり」について考える～
「ふり返りから実践へ」
「はじめようプログラミング教育」～プログラミング的思考を育む授業を目指して～

令和５年度
「制限のある学習環境で、他者との関係性を育む授業」～学びを支える対話に視点を当てて～
「１人１台端末を活用した授業改善について」～深い学びを実現させるためのICTの活用～

令和６年度
「子どもが動きだす問い」～つながりを通して学びを深める～
「深い学びを実現するための地域教材の活用」～知っている茅ヶ崎からわたしたちの茅ヶ崎へ～

出典 教育センター 

表１ 神奈川県教育研究所連盟教育研究発表大会 発表テーマ 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

２）施策 

教育行政の円滑な運営 

児童・生徒が安全で安心な学校生活が送れるよう、災害、事件・事故、教育に係

わる緊急事態などに対応する危機管理体制を整備し、様々な課題に対して、適時迅

速かつ的確に意思決定を行います。 

教育委員会事務局職員の学習機会の確保と政策の立案や推進に係る技能の向上を

図ります。また、学校給食調理員 42)、教育施設業務員 43)などの人事管理を行うとと

もに、学校徴収金 44)事務などの効率化に努めます。 

 

教育行政の点検・評価 8)と進行管理の推進 

教育委員会の事務の管理及び執行の状況を点検・評価 8)し、結果を踏まえた政策・

事務事業の改善を進め、効率的・効果的な教育行政を推進します。 

また、PDCA（計画→実行→点検・評価 8)→改善）のサイクルに基づき計画の進行

管理を行い、教育施策を計画的かつ効果的に進めます。 

 

教育に関する基礎研究の推進（重点施策） 

教育に関する調査・研究を進め、学校教育、社会教育、家庭教育に関する課題な

どを把握し、その成果を教育に関する政策立案や学校教育、社会教育の場で活用し

ます。様々なデータを活用した EBPM 32)を推進します。 

 

学校の適正規模及び適正配置の推進 

児童・生徒の教育環境や学校運営の改善に向け、学校及び地域住民などと連携し、

学校の適正規模及び適正配置を進めます。 

 

３）市長部局との連携 

次世代育成のための情報交換や研修の実施 

保育園、幼稚園、認定こども園及び小・中学校の教職員とこども育成部など次世

代育成に関係する市職員との情報交換や、乳児期から学齢期まで連続した教育支援

を進めるための研修や講座を開催することをはじめ、多方面からの切れ目のない支

援の仕組みづくりに取り組みます。 
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基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

４）政策の効果を確認する指標

教育に関する研究の活動状況を把握するため、調査研究員会 45)で行われている研

究の背景、内容及び研究で得られた知見を確認します。 

指標 根拠資料

調査研究員会の研究テーマ 教育センター調べ 

調査研究等の成果の公表状況と調査研究発表会の参加者数（人） 教育センター調べ 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

政策６ 安全で安心な教育施設の整備 

政策６では基本方針３を踏まえ、教育施設等の再整備や維持保全に関する施策を

推進します。 

 

１）現況 

快適な教育環境の整備を図るため、学校施設の大規模改修やトイレ改修などを行

っています。 

また、小・中学校全校の特別教室及び屋内運動場にエアコンの設置が完了しまし

た。 

学校施設の再整備については、令和６（2024）年３月に策定した茅ヶ崎市学校

施設再整備基本計画に基づき、計画的に学校施設の再整備を進めるともに、令和４

（2022）年度に学校施設整備基金を設置し、毎年度、基金を積み立てています。

また、学校の遊具・体育器具の整備を進めています。 

図１に示すように、前計画では学校施設の大規模改修を19棟完了したほか、ト

イレ改修を行っています。それに伴い、図２に示すように教育施設が安全に利用で

きると思う割合は徐々に増加しています。 
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基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２ 教室や体育館、運動場の施設を安心して利用できると思う割合 
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（中学校３年生） 
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出典 茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査  

図１ 教育施設の再整備（大規模改修）累計棟数 
出典 教育施設課  
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

２）施策の方向 

教育施設の再整備（重点施策） 

耐用年数をむかえる学校施設の建て替えや長寿命化を進めます。建て替えや長寿

命化などにあたっては、ユニバーサルデザイン 33)に配慮した施設づくりを進めると

ともに、教育施設の複合化など教育施設が地域の交流や学びの拠点となる施設づく

りを検討します。 

また、市民に愛される教育施設を目指し、地域住民参加による施設づくりを進め

ます。 

 

計画的な教育施設の維持保全 

安全・安心で快適な教育環境の確保に向けて、教育施設の維持管理・点検などに

より不具合箇所を早期に発見し、必要な修繕を計画的に行います。 

 

３）市長部局との連携 

ユニバーサルデザイン 33)に配慮した施設づくりと施設の複合化 

 学校施設の建て替えや長寿命化などにあたっては、茅ヶ崎市バリアフリー基本構

想に基づき、ユニバーサルデザイン 33)に配慮した学校施設づくりを進めます。 

また、施設の複合化にあたっては市長部局所管の施設との複合化も検討します。 
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基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

４）政策の効果を確認する指標 

教育施設の改修等の進捗や児童・生徒の教育施設に関する意識を、次の項目を用

いて把握し、政策の効果を検証します。 

 

指標 根拠資料 

教室や体育館、運動場の施設を安心して利用できると思う割合（％） 茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査 

教育施設の再整備（大規模改修）の累計棟数（棟） 教育施設課調べ 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

政策７ 子どもの健やかな成長を支える教育環境の整備 

政策７では基本方針３を踏まえ、学校給食、健康管理、保健衛生及び就学支援な

どに関する施策を推進します。 

 

１）現況 

学校給食については、小学校全校に自校式による学校給食調理場の整備が完了

し、温かい学校給食を提供するほか、栄養管理とアレルギーへの対応を行うととも

に、給食だより等で意識啓発を行うなど食育に関する取り組みを推進しています。

また、中学校給食は、令和６（2024）年度に第１期として６校、令和７（2025年

度）に第２期として７校導入し、全校での選択制デリバリー給食が開始しました。 

さらに経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し就学支援を行うほ

か、通学路などの安全対策や地域の方による登下校の見守り活動を支援していま

す。 

表１に示すとおり、文部科学省が定めている学校給食摂取基準46)に対して、児

童・生徒の推定摂取量は、概ね充足しています。 

図１の地域の大人に見守られていると思う児童・生徒の割合と、図２の登下校中

の通学路が安全だと思う割合は、横ばいに推移しています。 

 

 

 

 

 

  

表１ 学校給食摂取基準に対する児童・生徒の推定摂取量 

出典 学務課  

提供栄養量
（平均）

推定摂取量
提供栄養量
（平均）

推定摂取量
提供栄養量
（平均）

推定摂取量
提供栄養量
（平均）

推定摂取量
提供栄養量
（平均）

推定摂取量

エネルギー kcal 650 651 621 653 615 649 605 830 825 812

たんぱく質 ｇ 26 25.7 25.6 27 25.3 26.7 24.8 35 29.4 28.9

脂質 ｇ 21 22.1 21 22.1 20.8 21.9 20.3 28 26.3 26.0

食塩 ｇ 2 2.3 2.2 2.3 2.1 2.2 2.1 2.5 2.6 2.6

カルシウム ｍｇ 350 336 318 338 316 332 306 450 345 343

マグネシウム ｍｇ 50 87.7 82.6 92.5 86.3 92 85 120 115 113

鉄 ｍｇ 2.6 2.3 2.1 2.5 2.3 2.6 2.4 4.5 3.5 3.4

亜鉛 ｍｇ 2 3.1 2.9 3.1 2.9 3 2.8 3 4.0 3.9

ビタミンＡ（レチノール活性当量） μｇ 200 255 241 268 250 264 248 300 325 320

ビタミンＢ１ ｍｇ 0.4 0.6 0.57 0.6 0.56 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6

ビタミンＢ２ ｍｇ 0.4 0.6 0.53 0.6 0.53 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6

ビタミンＣ ｍｇ 20 26 25 28 26 26 24 35 44 43

食物繊維 ｇ 5 4.6 4.3 5 4.6 5 4 7 7 7

令和6年度令和3年度 令和4年度 令和5年度

区　　分 単位
学校給食摂取基準

児童(８～９歳)の場合
（R3時点）

学校給食摂取基準
生徒(12～14歳)の場合

（R3時点）

令和6年度
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（％） 

図１ 地域の大人に見守られていると思う割合 
出典 茅ヶ崎市立児童生徒意識調査 

（％） 

図２ いつも登下校している通学路が安全だと思う割合 

（％） 

安全だと思う どちらかといえば安全だと思う どちらかといえば安全だと思わない 安全だと思わない 

（％） 

（小学校６年生） 

（中学校３年生） 

（中学校３年生） 

（小学校６年生） 

出典 茅ヶ崎市立児童生徒意識調査 
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第２部 基本方針別の施策 

基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

２）施策

栄養バランスのとれた学校給食の提供と食育の推進 

食の安全や栄養バランスに配慮した質の高い学校給食を提供するとともに、地産

地消や食の大切さを伝える食育を推進します。 

児童・生徒の就学支援 

児童・生徒の転入学に係る事務を適正に進めます。また、経済的理由により、就

学困難な児童・生徒に係る就学援助を行います。 

児童・生徒の健康管理の推進と子どもを取り巻く環境の安全対策（重点施策） 

児童・生徒の健康管理や保健衛生に係る事務を行います。また、学校生活におけ

る事故対策や有害情報の監視を進めるとともに、警察、道路管理者 34)及び地域と連

携し、通学路の安全対策を進めるとともに、見守り活動を支援します。 

気候変動の影響による熱中症や様々な感染症への対策など、生活環境の変化を捉

えた総合的な安全対策に取り組みます。 

３）市長部局との連携

通学路の交通安全対策と防犯対策の推進 

くらし安心部や建設部と連携し、通学路の安全点検やカーブミラー・防犯灯など

の設置・更新など、通学路の安全性の向上のための取り組みを推進します。 

子どもの未来応援対策の推進 

生まれ育った環境によって左右されることなく全ての子どもが夢と希望を持てる

社会の実現を目指し、こども育成部と連携して子育て等に関する相談、学習支援及

び経済的支援など総合的な支援等を通じて、子どもの未来応援に関する取り組みを

推進します。 
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基本方針３「教育活動を効果的に進める教育行政の充実」の施策 

４）政策の効果を確認する指標

児童・生徒が、学校施設や通学路が安全であると感じているか、毎日の食事が十

分に摂れているかなどを、次の項目を用いて把握し、政策の効果を検証します。 

指標 根拠資料

学校給食摂取基準に対する児童・生徒の推定摂取量 学務課調べ 

地域の大人に見守られていると思う割合（％） 

茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査 

いつも登下校している通学路が安全だと思う割合（％） 

学校内・登下校時の事故報告件数（件） 学務課調べ 





第３部 

計画の進行管理 
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３－１ 進行管理 

本計画の進行管理は、毎年度実施する点検・評価と一体的に実施します。また、

実施にあたっては、学識経験者の知見を活用します。 

点検・評価の結果は、中間見直し（令和６（2024）・７（2025）年度）に活用

しました。中間見直し後においても、次期計画策定の検討（令和 11（2029）・12

（2030）年度）に活用します。なお、進行管理は１）～３）の視点を踏まえて行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価とは 

教育委員会は毎年、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条に

より、その権限に属する教育行政事務の管理及び執行の状況について、点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表

することが義務づけられています。 

、 

Plan：計画 

Do ：実行 Check： 

点検・評価 

Action：改善 

教育基本計画及び総合計画実施

計画に基づき事務事業の実施 

教育基本計画の策定又は改定 

本計画第２部に定めた７つの政

策単位で、点検・評価を行う 

点検・評価を踏まえ、事務事業

の見直し 
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１）進行管理の対象について

事業実施の効果は、単一の事業で表れるものではなく、複数の事業が関係して表

れます。それを踏まえると、政策の評価は事業の単位で見るのでなく、政策の単位

で進行管理をすることが適切であると考えます。 

そこで、本計画の進行管理及び点検・評価は、「点検」と「評価」に分けて行い

ます。「点検」は、施策に基づき定めた事業を着実に実施したかを点検します。「評

価」は、政策単位で実施しますが、１年間で実施した事業の内容と指標の推移から、

政策の効果を分析・考察します。併せて、市長部局と連携する施策の進捗を、中間

見直し及び次期計画策定の時点で確認します。 

市長部局の連携一覧 

政策１ 

○様々な資源と分野を学ぶ機会の創出

教科学習や総合的な学習の時間などで活用できる教育資源（ひと・もの・こと）を提供し、児童・生徒が環境、福祉、都市

計画、芸術、スポーツ、経済などを学ぶ機会を創出します。 

○地域とともにある学校づくり

地域住民や市長部局と学校運営の方向性等を共有し、授業づくりや学校運営など学校の教育活動を支援します。

政策２ 

○地域の教育資源や市長部局と連携した事例を学ぶ機会の創出

教職員向けに地域の人材、歴史、まちづくり及び市長部局と連携した学習事例を学ぶ機会を提供し、地域の教育資源（ひと・

もの・こと）を活用した教育活動を促進します。 

政策３ 

○他分野と連携した楽しく創造性のある社会教育講座の実施

人口特性、都市構造及び地域活動など様々な視点から地域の状況を把握し、文化、環境、都市計画など他分野の職員との意

見交換や連携した講座等を企画するなど、楽しく創造性のある社会教育講座をより一層充実します。 

政策４ 

○博物館内にとどまらない博物館活動の展開

博物館のデジタルアーカイブへの資料掲載にあたっては、図書館のみならず、美術館や文化推進課市史編さんといった市長

部局が有する資料の掲載も協力・連携して進め、デジタルアーカイブを活用した教育活動を展開します。 

○都市資源に関する情報の収集と活用

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業を通じて、歴史、文化、自然、産業、人材等の都市資源に関する情報を収集し、ま

ちづくり、観光などの施策に活用するために情報を共有します。また、市長部局と連携して都市資源を学ぶ機会を提供します。 

○市長部局との連携による文化財の保護・活用

開発行為などの計画について、適切に文化財保護法に基づく手続きが行われるよう、市長部局と連携し情報共有を図り、茅

ヶ崎市内に現存する埋蔵文化財が、開発行為などにより失われることを防ぎます。 

また、茅ヶ崎市が所有する文化財の活用については、所管課と連携し、文化財の価値が守られるよう努めます。 

政策５ 

○次世代育成のための情報交換や研修の実施

保育園、幼稚園、認定こども園及び小・中学校の教職員とこども育成部など次世代育成に関係する市職員との情報交換や、

乳児期から学齢期まで連続した教育支援を進めるための研修や講座を開催することをはじめ、多方面からの切れ目のない支援

の仕組みづくりに取り組みます。 

政策６ 

○ユニバーサルデザインに配慮した施設づくりと施設の複合化

学校施設の建て替えや長寿命化などにあたっては、茅ヶ崎市バリアフリー基本構想に基づき、ユニバーサルデザインに配慮

した学校施設づくりを進めます。また、施設の複合化にあたっては市長部局所管の施設との複合化も検討します。 

政策７ 

○通学路の交通安全対策と防犯対策の推進

くらし安心部や建設部と連携し、通学路の安全点検やカーブミラー・防犯灯などの設置・更新など、通学路の安全性の向上

のための取り組みを推進します。 

○子どもの未来応援対策の推進

子育て等に関する相談、学習支援及び経済的支援などを通じて、子どもの未来応援に関する取り組みを推進します。
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第３部 計画の進行管理について 

第
３
部

計
画
の
進
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２）指標について

前計画では、事業ごとに定めた指標の達成度を、「A～E、Z、実績なし」と評価

区分を設定し、評価しました。しかし、事業の指標は、政策の効果の一面を表すも

のであり、政策全体の効果を表す絶対的な評価基準ではないと考えます。 

そこで本計画の政策ごとに位置付けた指標は、政策の効果を考察する基礎資料と

し、意識調査などの定性的なデータと、参加者数や施設整備の進捗など定量的なデ

ータの推移を継続的に捉えていくものとします。 

なお、計画に位置付けた指標以外に、点検・評価にあたり必要な資料については

収集し、点検・評価に活用します。また、収集した資料は、計画の見直しや次期計

画の策定の際に、指標として追加するか検討します。 

３）政策の効果検証について

教育政策は、短期的に効果が表れるものでなく、徐々に効果が表れます。例えば、

本計画で指標として用いている「茅ヶ崎市立小中学校児童生徒意識調査」からも、

徐々に指標の値が変化していることから、政策実施の効果は中長期的な期間で表れ

るものと考えられます。 

それを踏まえ、実際に行った施策の内容、過去数年間の指標の値などから評価を

行い、政策の効果や改善点等を検証します。 



資料編 
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１ 改定体制 

本計画の改定体制は次のとおりです。計画の素案作成は、茅ヶ崎市教育大綱及び

茅ヶ崎市教育基本計画検討会議及び作業部会で行い、教育委員会内部で協議を行う

とともに、検討会議及び作業部会で作成した計画素案を教育基本計画審議会で調査

審議しました。また、児童・生徒・保護者アンケートやパブリックコメントにて、

市民の意見等を反映し、本計画を策定しました。 

＜本計画の策定体制＞ 

 

 

教育長・部長協議 

教育基本計画

審議会 

（計画素案の調

査審議） 

教育委員会 

茅ヶ崎市教育大綱及び茅ヶ崎市教育基本計画 

検討会議 

答申 

協議 

議決 

協議 

茅ヶ崎市教育大綱及び茅ヶ崎市教育基本計画 

検討会議作業部会 

市議会 

市  民 

（パブリックコメント） 

（児童・生徒・保護者 

アンケート）

協議 

諮問 

市 長 

意見収集 

意見交換 
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１）茅ヶ崎市教育基本計画審議会規則

  平成 20 年 3 月 19 日     

教育委員会規則第 4 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、茅ヶ崎市附属機関設置条例(平成 10 年茅ヶ崎市条例第 44 号)に基づき設

置された茅ヶ崎市教育基本計画審議会(以下「審議会」という。)の所掌事項、組織及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事項) 

第 2 条 審議会は、茅ヶ崎市の教育に関する基本計画の策定及び変更並びに当該計画に基づく

施策の推進に関する事項につき教育委員会の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申する

ものとする。 

（平 23 教委規則 3・一部改正） 

 (委員) 

第 3 条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 市民

(2) 市の区域内の公共的団体等の代表者

(3) 学識経験を有する者

2 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。 

 (会長) 

第 4 条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務

を代理する。 

 (会議) 

第 5 条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 (意見の聴取等) 

第 6 条 審議会は、その任務を行うため必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができる。 

(庶務) 

第 7 条 審議会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。 

（平 22 教委規則 3・令 3 教委規則 2・一部改正） 

 (委任) 

第 8 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会 

に諮って定める。 
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 附 則 

この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年教委規則第 3 号) 

この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23 年教委規則第 3 号) 

この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3 年教委規則第 2 号) 

この規則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

２）茅ヶ崎市教育基本計画審議会委員

令和６年５月 12 日～令和８年５月 11 日（予定） （敬称略、順不同） 

選出の区分 氏 名 所属団体の名称及びその役職の名称又は選任の方法 

市 民 塚本 悠 公募 

市 民 三末 佳子 公募 

市の区域内の公共的

団体等の代表者 

城田 禎行 

(令和６年６月から) 
茅ヶ崎市青少年育成推進連絡会議 

市の区域内の公共的

団体等の代表者 
鈴木 葉子 茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会 

市の区域内の公共的

団体等の代表者 
山本 哲史 西浜小学校校長 

市の区域内の公共的

団体等の代表者 
佐藤 洋 西浜中学校校長 

学識経験を有する者 笠原 陽子 

玉川大学教師教育リサーチセンター 

独立行政法人 教職員支援機構 玉川大学センター担当 

客員教授 

学識経験を有する者 宮瀧 交二 大東文化大学教授 

学識経験を有する者 久保内 加菜 鎌倉女子大学教授 
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３）茅ヶ崎市教育大綱及び茅ヶ崎市教育基本計画検討会議設置要綱

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、茅ヶ崎市教育大綱（以下「大綱」という。）及び茅ヶ崎市教育基本計画（以

下「基本計画」という。）の策定等について、必要な事項を検討することを目的として茅ヶ崎

市教育大綱及び茅ヶ崎市教育基本計画検討会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 大綱の策定等に関すること。

(2) 基本計画の策定等に関すること。

(3) その他大綱及び基本計画策定等に必要な事項の検討に関すること。

（組織）

第３条 会議は、会長、副会長及び会員をもって組織する。 

２ 会長は、教育総務部長を、副会長は、教育総務部教育総務課長をもって充てる。 

３ 会員は、市立の小学校及び中学校の教頭の代表者並びに別表に掲げる組織に属する課長及

び担当課長の職にある者をもって組織する。 

（会長及び副会長）  

第４条 会長は、会議の会務を総理し、会議を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 会長は、会議を招集し、その議長となる。 

２ 会長は、会員が会議に欠席する場合には、当該会員の代理者の出席を求めることができる。 

（作業部会） 

第６条 会議の所掌事項について資料収集及び分析等を行い、会議の討議に資するため、会議

に作業部会を置く。 

２ 作業部会は、部会長、部副会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長には、教育総務部教育総務課長を、部副会長には、教育総務部教育総務課の主幹、課

長補佐又は担当主査の職にある者を、部会員には、別表に掲げる組織に属する主幹、課長補佐

又は担当主査の職にある者をもって充てる。 

４ 前項に掲げる者のほか、必要に応じて関係職員を臨時の委員に充てることができる。 

 （意見聴取等） 

第７条 会長は、その任務を行うため必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

 （報告） 

第８条 会長は、会議の結果を教育長に報告しなければならない。 

（庶務） 

第９条 会議及び作業部会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。 
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（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮っ

て定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月２６日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和３年５月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年８月１５日から施行する。 

別表（第３条、第６条関係） 

教育総務部教育施設課 教育総務部学務課 教育総務部学校教育指導課 教育総務部教育セ

ンター 教育推進部社会教育課 教育推進部青少年課 教育推進部図書館 企画政策部総合政

策課 こども育成部こども政策課 

４）教育委員会定例会

開催年月日 議 案 

令和６年 12 月 26 日 教委議案第 69 号 茅ヶ崎市教育基本計画の中間見直しの諮問

について 

改定経過を掲載予定
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５）茅ヶ崎市教育基本計画審議会 経過

開催年月日 報告又は審議の内容 

令和６年 10 月 23 日 議題 教育基本計画中間見直しの考え方及びスケジュー 

ルについて

令和７年２月３日 
諮問 茅ヶ崎市教育基本計画の中間見直しについて 

議題 茅ヶ崎市教育基本計画の中間見直しについて 

６）茅ヶ崎市教育大綱及び茅ヶ崎市教育基本計画検討会議 経過（教育委員会）

開催年月日 議 題 

令和６年 10 月９日 

議題 教育基本計画中間見直しの考え方及びスケジュール 

について 

教育基本計画中間見直しに係る検討について 

令和６年 11 月 26 日 議題 教育基本計画中間見直しについて 

令和７年３月 25 日 議題 茅ヶ崎市教育基本計画 令和８年度改定版（素案） 

について 

７）茅ヶ崎市教育大綱及び茅ヶ崎市教育基本計画検討会議作業部会 経過（教育委員会）

開催年月日 議 題 

令和６年 10 月 30 日 

議題 教育基本計画中間見直しの考え方及びスケジュール 

について 

教育基本計画中間見直しに係る検討について 

改定経過を掲載予定

改定経過を掲載予定

改定経過を掲載予定 
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８）児童・生徒・保護者アンケート

アンケート結果を掲載予定
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２ パブリックコメント実施結果 

１ 募集期間 令和●年●月●日（●） ～ 令和●年●月●日（●） 

２ 意見の件数 ●●件

３ 意見提出者数 ●●人

４ 内容別の意見件数 

※ 項 目 件数 ※ 項 目 件数 

パブリックコメント結果を掲載予定
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３ 参考文献

１）第４期教育振興基本計画

文部科学省：https://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/index.htm

２）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

文部科学省：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/

３）平成 29･30 年改訂 学習指導要領、解説等

文部科学省：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm

４）共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教

育の推進（報告）

文部科学省：https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/

houkoku/1321667.htm 

５）第６期科学技術・イノベーション基本計画

内閣府：https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html

６）日本の将来推計人口（令和５年推計）

国立社会保障・人口問題研究所：https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/

zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp 

７）令和５年度公立学校教職員の人事行政状況調査

文部科学省：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1411820_00008.htm

８）中央教育審議会（令和３（2021）年１月 26 日答申）

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き

出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～

文部科学省：https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/

sonota/1412985_00002.htm 

９）中央教育審議会（令和４（2022）年 12 月 19 日答申）

「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について

～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員

集団の形成～

文部科学省：https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/

sonota/1412985_00004.htm 

１０）児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

文部科学省：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm 

１１）地域学校協働活動

学校と地域でつくる学びの未来（文部科学省） 

https://manabi-mirai.mext.go.jp/ 
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４ 用語解説

No. 用語 解説

1) 学習指導要領
小学校・中学校・高等学校、特別支援学校を対象に教育課程、教科内容とその扱い、基本的な指導

事項などを示したもの。文部科学大臣が告示し、教科書編集の基準にもなる。

2) 働き方改革

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するための取り組み。国

では働き方の見直しを総合的に推進するため、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関

する法律（平成30（2018）年7月6日公布）」を制定し、⾧時間労働の是正 、多様で柔軟な働き方

の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等のための措置を講じる取り組みを進めている。

3) ３次活動

睡眠、食事など生理的に必要な活動を「1次活動」、仕事・家事など社会生活を営む上で義務的な

性格の強い活動を「2次活動」と呼ぶ。これら以外の活動で各人の自由時間における活動を「3次活

動」と呼んでいる。

4)

持続可能な開発目標

（SDGs : Sustainable

Development Goals）

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載され

た国際目標。通称「グローバル・ゴールズ」といい、国連に加盟する全ての国は、全会一致で採択

したアジェンダをもとに、2015年から2030年までに、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的

社会など、持続可能な開発のための諸目標を達成するために、様々な取り組みを進めている。

5)

ミレニアム開発目標

（MDG s : Mlennium

Development Goals）

2009年9月にニューヨークの国連本部で開催された国連ミレニアム・サミットで、採択された「国

連ミレニアム宣言」と1990年代に開催された主要な国際会議やサミットでの開発目標をまとめたも

のが国際目標。MDGsは、発展途上国

など国際社会の支援を必要とする課題に対して2015年までに達成するという期限付きの8つの目

標、21のターゲット、60の指標を掲げています。

6) 人間性 本計画では、他を思いやる心や感動する心などを豊かな人間性としている。

7) 自律性

本計画では、「自律性」を、自ら考え、判断し、表現することによって様々な問題に積極的に対応

し解決していく力としている。「自立」と「自律」という言葉があるが、「自律」とは、発達段階

に応じて、自分の頭で考えて自分の判断で行動するということで、「自立」とは、自分の力で独り

立ちしていること。社会に出て行って一人前の人間として社会生活を自分で営んでいくことであ

り、「自立」と「自律」は意味合いが異なっている。

8) 点検・評価

教育委員会は毎年、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条により、その権限に属す

る教育行政事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を
作成し、議会に提出するとともに、公表することが義務づけられている。

9) 指導主事

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、学校の営む教育活動自体の適正・活発な進行

を促進するため、校⾧及び教員に助言と指導を与えることを職務として教育委員会事務局に置かれ

る職。教育課程、学習指導、生徒指導、教材、学校の組織編制その他学校教育の専門的事項の指導

に関する職務を行う。

10)
スクールソーシャルワー

カー

社会福祉に関する専門的な知識や技術を有する者で、課題を抱えた児童・生徒に対し、当該児童・

生徒が置かれた環境への働きかけや、関係機関等とのネットワークの構築など、多様な支援方法を

用いて課題解決への対応を図っていく人材。
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11) 心の教育相談員
子どもが教育上直面する問題及び不安や悩みの相談に対応し、その健全な育成、非行化の防止及び

自立を目指し、相談を行う人材。

12) ふれあい補助員
茅ヶ崎市立小・中学校の通常の学級・特別支援学級に在籍する支援を必要とする児童・生徒が、学

校生活を円滑に送るための補助支援を行う人材。

13) コミュニティ・スクール

学校と保護者や地域住民等が共に知恵を出しあい、学校運営に意見を反映させ、一緒に協働しなが

ら子どもたちの豊かな成⾧を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律（地教行法第47条

の6）に基づいた仕組み。

14) インクルーシブ教育
共生社会の実現に向け、障がいのあるなしにかかわらず、できるだけ全ての子どもが、同じ場で共

に学び、共に育つことを追求していくこと。

15) 社会教育関係職員 社会教育主事、社会教育嘱託職員のほか、社会教育課や青少年課に配属されている職員のこと。

16) 下寺尾遺跡群
古代の官衙関連遺跡や弥生時代の環濠集落跡、縄文時代の貝塚といった複数の遺跡からなる下寺尾

西方地区周辺の遺跡群。一部が国の史跡に指定されている。

17) 下寺尾官衙遺跡群
古代の相模国高座郡の役所である高座郡衙跡や、古代寺院である下寺尾廃寺、さらに関連する遺跡

からなる飛鳥・奈良・平安時代の官衙遺跡群。平成27（2015）年3月10日に国の史跡に指定。

18) 下寺尾西方遺跡
弥生時代中期後半に営まれた環濠集落跡。２本の環濠（集落を囲う大きな溝）が確認されており、
外側の環濠は南関東最大級の規模をもつ。高座郡衙と同位置で確認されている。平成31（2019）年

2月26日に国の史跡に指定。

19)
ちがさき丸ごとふるさと

発見博物館事業

本市の全域を建物のない博物館と見立てて、文化、歴史、自然、産業、商業、公共施設、人材等を

幅広く抽出し（これらを都市資源と呼ぶことにした。）、調査・研究し、それぞれが有する意味や

魅力を整理して広く周知する一方、相互に関連づけて活用を図ることによって、茅ヶ崎を取り巻く

様々な課題の解決につなげ、ひいてはまち全体の活性化を図ろうとする事業。

20) 旧和田家住宅

昭和57（1982）年に市重要文化財に指定された建物。幕末の大型民家の特徴をよく備え、良質の材

料を使っており、改造が少なく、建築の過程が分かる記録が残っていることが評価されている。平

成29（2017）年に景観重要建造物に指定されている。

21) 旧三橋家住宅

昭和46（1971）年に市重要文化財に指定された建物。幕末の農家の作りをよく備え、改造が少な

い。また、建築の過程が分かる記録が残っていることが評価されている。平成29（2017）年に景観

重要建造物に指定されている。
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22) ジュニアリーダー
子ども会活動や地域の行事などで、ボランティアで主に小学生に対しゲームや野外活動等の指導を

する青少年リーダー。

23) ICT

Information and Communication Technologyの略で、多くの場合「情報通信技術」と和訳される。

IT（Information Technology）の「情報」に加えて「コミュニケーション」（共同）性が具体的に

表現されている点に特徴がある。ICTとは、ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置

かれた表現であるといえる。

24) 学芸員

博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業を行う「博物館法」に定め

られた、博物館におかれる専門的職員で、博物館法第5条に規定する要件を満たすことで学芸員の

資格を取得することができる。

25) 地域の教育力
地域社会に存在する、あらゆる人、物、自然、文化等の教育資源が子どもたちの学びにおいて、優

れた影響を与えることを指す。

26) 資質・能力
新学習指導要領では、資質・能力をはぐくむための３本柱を「知識や技能」、知識と技能を使う

「思考力・判断力・表現力など」、「学びに向かう力、人間性等」としている。

27) 確かな学力
基礎的・基本的な「知識や技能」に加えて、「学ぶ意欲」や「思考力・判断力・表現力など」を含

めた幅広い学力のこと。

28) 生きる力

学校教育で子どもたちに身につけさせたい力の総称のこと。文部科学省が提唱しているもので、知

識や技能に加え、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、より良く

問題を解決するなどの「確かな学力」、他人を思いやったり、感動したりするなどの「豊かな人間

性」、たくましく生きるための「健やかな体（健康・体力）」などから構成されている。

29) 働き方の見直し

教職員の働き方改革については、平成31（2019）年1月25日に、中央教育審議会において「新しい

時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関す

る総合的な方策について（答申）」が取りまとめられた。答申に基づき、国では、「公立学校の教

師の勤務時間の上限に関するガイドライン」の策定など教職員の勤務時間管理の徹底、ストレス

チェックや休日の確保など健康管理に関する取り組み、教職員の意識改革を行っている。

30) 地域学校協働活動

地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等

の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成⾧を支えるとともに、「学校を核とした地域づく

り」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動。期待され

る効果として、次のようなものが挙げられる。

・子ども: 学びの充実によるコミュニケーション能力の向上、地域理解・関心深化

・教員: 特色ある学校づくり、地域との連携力向上、教育水準の向上、教員の負担減

・地域住民: 地域活性化、地域課題解決への発展、地域のつながり形成
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31) 藤間家住宅主屋

大正12（1923）年の関東大震災で家屋を損壊した藤間家が、昭和7（1932）年に建築した住宅。日

本の建築に洋風文化を取り込むなど大正・昭和を代表する建築家であった西村伊作の作風の一端を

示す近代住宅。なお、建設時の図面や書類が残っており、設計は西村建築株式会社、棟梁は石井兼

吉であることが分かっている。平成27（2015）年3月26日に国の登録有形文化財に登録された。

32) EBPM

Evidence Based Policy Makingの略。政策の企画立案にあたり、目的を明確化し、その目的に対し

て、政策に実質的な効果があるかどうか因果関係を明確にするとともに、具体的・客観的な情報や

データ（エビデンス）に基づき検証等を行うことで、効果的に目的達成できる政策を決定するこ

と。

33) ユニバーサルデザイン
年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が利用可能なよう

に、利用者本位、人間本位の考え方に立って、快適な環境とするようデザインすること。

34) 道路管理者
道路法第3章第1節に規定された道路を管理する主体のこと。茅ヶ崎市道は道路管理課が、県道及び

一部の国道では神奈川県、県が管理する国道以外のものは国土交通省が管理主体となっている。

35) 計画訪問
市教育委員会の指導主事が各学校に赴き、子どもや授業の様子を確認し、教職員の指導力向上のた

めに指導・助言を行うこと。

36) 校内研究会
学校において、児童・生徒に教育のため、より良い授業づくりを目指した実践中心の教職員の共同

研究活動。

37) 小学校ふれあいプラザ
放課後の小学校施設を利用した、小学生の安全な居場所、遊び場を確保し、異年齢児童間の交流の

促進や自主性・創造性を養うことを目的とした事業。運営委員会に委託し、学校・地域・保護者等

と連携して実施する。

38) 社会教育主事

都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で社会教育を行う者に対する専門

的技術的な助言・指導に当たる役割を担うもの。また、社会教育法第9条の4に規定する要件を満た

すことで社会教育主事の資格を取得できる。

39) 司書

都道府県や市町村の公共図書館等で図書館資料の選択、発注及び受け入れから、分類、目録作成、

貸出業務、レファレンス、読書案内などを行う専門的職員で、図書館法第5条に規定する要件を満

たすことで司書の資格を取得することができる。

40) レファレンスサービス
利用者の学習や調査研究のために、どのような図書館資料（蔵書・CD-ROM・データベースな

ど）を利用すればよいのかを案内し、効率的な調査研究の支援を行うためのサービス。
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41) 祭囃子 祭りの際に演奏される音楽のこと。

42) 学校給食調理員
学校給食を提供するために、給食の調理を行っている職員。学校栄養職員や栄養教諭の作成した献

立をもとに、給食の調理を行っている。

43) 教育施設業務員 小・中学校で、学校施設管理や事務処理を行っている職員のこと。

44) 学校徴収金
教育活動にかかる費用のうち教材費、修学旅行費、給食費、PTA会費など、保護者の方に負担して

もらう経費のこと。

45) 調査研究員会 教育センターで実施している研究に携わるグループのこと。

46) 学校給食摂取基準
学校給食法第8条第1の規定に基づき、文部科学省が定めた学校給食実施基準。同基準については、

定期的に改正される。
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